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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　煙検出システムに対して煙が侵入する少なくとも１つの点を決定する方法であって、前
記煙検出システムは、少なくとも１つの採取管と複数の採取口を含む採取管ネットワーク
を有し、該複数の採取口は、それらを通じて前記少なくとも１つの採取管に侵入する空気
試料を粒子検出器により分析可能とするものであり、
　前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気の体積流量を測定するステッ
プと、
　所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過した試料空気の体
積を決定するステップと、
　決定された前記試料空気の体積に基づいて、前記複数の採取口のうちどの採取口を通じ
て煙が前記煙検出システムに侵入したかを決定するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記所定事象は、煙の検出事象、および、前記煙検出システムにおける空気試料の流量
特性の変化、のうちの少なくとも一方である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する空気試料の流量を連続的に決定するス
テップを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定事象が発生したときに、前記試料空気の体積の決定を開始するステップを含み
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、
　第２の所定事象が検出された場合、前記試料空気の体積の決定を停止し、
　前記第２の所定事象は、煙の検出事象である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　前記採取管ネットワークの少なくとも一部を通過した空気試料の体積は、流量の測定値
を経時的に積算することにより決定する、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記流量の測定値は、超音波フローセンサを用いて決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過した試料空気
の全部または一部を収集するステップを含む、請求項１から６のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項８】
　最初の煙検出事象に応じて空気試料の流量特性を変化させるステップを含む、請求項１
から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記煙検出システムにおいて前記空気試料の流量特性を変化させるステップは、
　・バルブを開くこと、
　・バルブを閉じること、
　・前記煙検出システムの少なくとも一部で空気試料の流れの方向を変化させること、
　・前記煙検出システムの少なくとも一部で空気試料の流量を変化させること、
　・吸引システムを作動させること、
　・吸引システムを停止させること、
のうちの１つ以上を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　煙検出システムに対して煙が侵入する少なくとも１つの点を決定する装置であって、空
気採取ネットワークに流体接続している粒子検出器と、前記空気採取ネットワークを介し
て前記検出器まで空気試料を吸引する吸引装置とを備え、前記空気採取ネットワークは少
なくとも１つの採取管と複数の採取口を有し、該複数の採取口は、それらを通じて前記少
なくとも１つの採取管に侵入する空気試料を前記粒子検出器により分析可能とするもので
あって、
　所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過した試料空気の体
積を決定する手段であって、試料空気の体積流量を測定するフローセンサを含む手段と、
　決定された前記試料空気の体積に基づいて、粒子が前記空気採取ネットワークに侵入す
る少なくとも１つの点を特定する手段と、を備えた装置。
【請求項１１】
　前記煙検出システムに侵入するときに煙が通過したと決定された、１つ以上の対応する
採取口を参照することにより、前記１つ以上の侵入点を特定する、請求項１０に記載の装
置。
【請求項１２】
　前記フローセンサは、超音波フローセンサを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の方法を実施するように構成された、
　請求項１０から１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　煙検出器であって、
　空気試料中の粒子を検出する粒子検出チャンバと、
　空気採取ネットワークから到来する空気試料を受ける入口と、を含み、前記空気採取ネ
ットワークは、少なくとも１つの採取管と複数の採取口とを有し、該複数の採取口は、そ
れらを通じて前記少なくとも１つの採取管に侵入する試料を前記粒子検出チャンバにより
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分析可能とするものであり、
　前記煙検出器は、さらに、
　前記空気採取ネットワークを介して前記煙検出器まで空気試料を吸引する吸引装置と、
　プロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　所定事象が起こってから、前記煙検出器の少なくとも一部または前記空気採取ネットワ
ークを通過した試料空気の体積の測定値を受け取り、
　前記所定事象が起こってから、前記煙検出器の少なくとも一部または前記空気採取ネッ
トワークを通過した試料空気の体積に基づいて、あるいは前記空気採取ネットワークへの
対応する煙の侵入点への体積のマッピングに基づいて、前記空気採取ネットワークへの少
なくとも１つの煙の侵入点を特定するように構成された、煙検出器。
【請求項１５】
　前記煙検出器の少なくとも一部を通過する試料空気の流量を検出するように構成された
体積フローセンサを備えた、請求項１４に記載の煙検出器。
【請求項１６】
　超音波フローセンサを備えた、請求項１５に記載の煙検出器。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記煙検出器が請求項１から９のいずれか１項に記載の方法を実施
するように構成された、
　請求項１４から１６のいずれか１項に記載の煙検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粒子検出に関する。単に説明のために、煙検出システムに関する好ましい実施
の形態について説明するが、本発明はこうした例示的な用途に限定されるものではない。
【背景技術】
【０００２】
　空気を採取するシステムまたは吸引された煙を検出するシステムは、採取ネットワーク
を介して、中心となる高感度粒子検出器まで空気試料を吸引することにより動作する。こ
の採取ネットワークは、典型的に、１つ以上の採取管であってその長さ方向に沿って配置
された幾つかの空気採取口を採取穴や採取点の形態で有するものを備えている。こうした
構成では、互いに異なる多くの位置（空気採取口の位置）から１つの検出器に向けて空気
を供給できる。したがって、１つの検出器により、互いに異なる多くの位置で同時に煙の
存在を監視できる。
【０００３】
　上記空気採取システムについては、どの空気口を通って煙がシステム内に侵入するのか
特定できないという問題が認識されている。その空気口がわかれば、煙の発生源の位置を
推測できる。これにより、火の発生場所と考えられる場所を調べることができる。例えば
、煙の位置に人を向かわせることにより、その場所を調べて、火がさらに大きくならない
ようにしたり、そのエリアの装置を停止したりすることができる。あるいは、同じように
して適切な消火システムを配備し、システムにより生じる損害や必要な費用を抑えること
ができる。
【０００４】
　煙が検出される位置を決定可能な空気採取型粒子検出システムを提供する試みがなされ
てきた（例えば、米国特許出願公開第5,708,218号明細書（Jax,‘Method and Device for
 locating accumulations of pollutants'）や欧州特許出願公開第1811478号明細書（Hek
atron Vertriebs GmbH, ‘Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung eines Brandes'）
）。
【０００５】
　これらのシステムはそれぞれ、測定を行う２点の間での経過時間を測定し、採取管に沿
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って（すなわち試料の入口を通って）検出した煙がシステムに侵入した位置を推測してい
る。しかし、この推測による方法は信頼性が低いことが多い。
【０００６】
　Jaxのシステムは、第１煙レベルの検出と第２煙レベルの検出との間で経過した時間を
測定する。低い方の第１煙レベルの検出と高い方の第２煙レベルの検出との間の時間は、
煙がシステムに侵入した位置である収集線に沿った距離を示す。しかし、この方法では正
確度が低い可能性がある。例えば、この方法を採用するシステムは、第１侵入点での実際
の煙検出レベルが、煙が最初に検出されてから、第２侵入点からの寄与が確実に検出され
るまでの経過時間で略一定であり続けると仮定している。より具体的に言うと、例えば炎
が大きくなることによる煙レベルの増加により、空気が吸引される位置の推定が不正確に
なる。
【０００７】
　Hekatronでは、第１空気採取検出部により煙の存在が検出される。煙検出に応答して第
２空気採取検出部が加わり、管ネットワークに沿って空気が吸引される。第１空気採取部
による最初の検出から第２空気採取部による検出までの経過時間が測定される。理想的に
は、経過時間は、煙で満たされた空気が吸引される位置を示す。正確度を担保するため、
こうしたシステムでは、充分に一貫性のある方法で動作し、また毎回動作するような吸引
システムが必要となる。しかし、これを達成するのは困難である。なぜなら、種々の特徴
がフォール(fall)の動作に影響を与えるからである。例えば吸引システムの経時的な劣化
や動作状況・環境状況（例えば空気密度）の変化、あるいは、採取点が時間と共に汚れて
狭窄することにより、システム内の気流特性が変化し、経過時間に基づく煙位置の推測に
おいて信頼性が低下する可能性がある。
【０００８】
　幾つかのスキームでは、検出用の空気を再度吸引する前に、気流を一時的に逆にして、
採取ネットワークに正常な空気が導入される。こうしたスキームでは、採取ネットワーク
を通じて空気を再度吸引して煙検出前の遅れを測定する前に、システムからほぼすべての
煙粒子を取り去ることが考えられている。理論上、遅れが大きいことは、検出器から見て
採取ネットワークのより奥の点に粒子が侵入したことを示す。しかし、これらのスキーム
には、清浄な空気が採取ネットワークに導入されるフェーズにおいて、空気が吸気口から
排出され、監視環境内の煙粒子が吸気口を包囲する領域において置換されるという欠点が
ある。続いてシステムにより空気が吸引されるときに、煙粒子が吸気口内に再度吸引され
る前に更なる遅れが生じることがある。
【０００９】
　したがって、本発明は、上記課題の少なくとも幾つかに取り組む煙検出システムを提供
することを課題とする。本発明は、既知の製品に対する有用な選択を公共に提供すること
を課題とする。
【００１０】
　本明細書内で先行技術を参照していることにより、この先行技術が、オーストラリアま
たは他のいずれかの管轄における一般常識を部分的に構成すると認める（あるいは提示す
る）ものではなく、あるいは、当業者により関連すると確認され、理解されまたはみなさ
れると合理的に予測されることを認めるものではない。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の第１の態様では、煙検出システムに対して煙が侵入する少なくとも１つの点を
決定する方法が提供される。前記煙検出システムは、少なくとも１つの採取管と複数の採
取口を含む採取管ネットワークを有し、該複数の採取口は、それらを通じて前記少なくと
も１つの採取管に侵入する空気試料を粒子検出器により分析可能とするものである。
　前記方法は、
　所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気の体
積、または、前記体積に対応する値を決定するステップ、
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　少なくとも部分的に、決定された前記試料空気の体積または前記体積に対応する値に基
づいて、前記複数の採取口のうちどの採取口を通じて煙が前記煙検出システムに侵入した
かを決定するステップとを含む。
【００１２】
　前記所定事象は、煙の検出、または、前記煙検出システムにおける空気試料の流量特性
の変化であってもよい。
【００１３】
　幾つかの実施形態で、前記方法は、前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する空
気試料の流量を連続的に決定するステップを含む。あるいは、前記方法は、前記所定事象
が発生したときに、前記試料空気の体積または関連する値の決定を開始するステップを含
む。
【００１４】
　煙検出ネットワークの少なくとも一部を通過する空気試料の体積または関連する値は、
流量の測定値を経時的に積算することにより決定されてもよい。好ましくは、前記流量の
測定値は、体積流量の測定値である。好ましくは、前記流量の測定値は、超音波フローセ
ンサを用いて決定される。
【００１５】
　前記所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気
の体積、または、前記体積に対応する値を決定するステップは、
　質量、長さ、圧力、温度、第２の体積、体積が関連する事象の積算値、または、前記所
定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気の体積に
関連する他のパラメータを決定することを含んでもよい。
【００１６】
　前記方法は、前記所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過
する試料空気の全部または一部を収集するステップを含んでもよい。
【００１７】
　前記方法は、最初の煙検出事象に応じて空気試料の流量特性を変化させるステップを含
んでもよい。例えば、前記煙検出システムにおいて前記空気試料の流量特性を変化させる
ステップは、
　バルブを開くこと、
　バルブを閉じること、
　前記煙検出システムの少なくとも一部で空気試料の流れの方向を変化させること、
　前記煙検出システムの少なくとも一部で空気試料の流量を変化させること、
　吸引システムを作動させること、
　吸引システムを停止させること、
　のうちの１つ以上を含んでもよい。
【００１８】
　本発明の第１の態様では、煙検出システムに対して煙が侵入する少なくとも１つの点を
決定する装置が提供される。前記装置は、空気採取ネットワークに流体接続している粒子
検出器と、前記空気採取ネットワークを介して前記検出器まで空気試料を吸引する吸引装
置とを備え、前記空気採取ネットワークは少なくとも１つの採取管と複数の採取口を有し
、該複数の採取口は、それらを通じて前記少なくとも１つの採取管に侵入する空気試料を
前記粒子検出器により分析可能とするものである。
　前記装置は、
　所定事象が発生した後に前記煙検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気の体
積、または、前記体積に対応する値を決定する手段と、
　決定された前記試料空気の体積または前記体積に対応する値に基づいて、粒子が前記空
気採取ネットワークに侵入する少なくとも１つの点を特定する手段とを備える。
【００１９】
　好ましくは、前記装置は、
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　前記煙検出システムに侵入するときに煙が通過したと決定された１つ以上の採取口を参
照することにより、前記１つ以上の侵入点を特定する。
【００２０】
　好ましくは、前記粒子検出システムの少なくとも一部を通過する試料空気の体積を決定
する手段、または、前記体積に関連するバルブは、フローセンサを有する。好ましくは、
前記フローセンサは、超音波フローセンサを含む。
【００２１】
　好ましくは、前記装置は、本発明の第１の態様に係る方法を実施するように構成されて
いる。
【００２２】
　本発明の第３の態様では、
　空気試料中の粒子を検出する粒子検出チャンバと、
　空気採取ネットワークから到来する空気試料を受ける入口と
　前記空気採取ネットワークを介して前記検出器まで空気試料を吸引する吸引装置とを備
えた煙検出器が提供される。
前記空気採取ネットワークは、少なくとも１つの採取管と複数の採取口とを有し、該複数
の採取口は、それらを通じて前記少なくとも１つの採取管に侵入する試料を前記粒子検出
チャンバにより分析可能とするものであって、
　前記煙検出器は、所定事象が起こってから該煙検出器の少なくとも一部または採取ネッ
トワークを通過した試料空気の体積、または該体積に対応する値に少なくとも部分的に基
づいて前記採取ネットワークへの煙の少なくとも１つの侵入点を特定するように構成され
たプロセッサをさらに備える。
【００２３】
　前記煙検出器は、該煙検出器の少なくとも一部を通過する試料空気の流量を検出するよ
うに構成されたフローセンサ（例えば超音波フローセンサ）を備えてもよい。
【００２４】
　好ましくは、前記プロセッサは、前記煙検出器が本発明の第１の態様に係る方法を実施
するように構成されている。
【００２５】
　また、本明細書では、
　粒子検出システムに対して粒子が侵入する点を決定する方法であって、前記粒子検出シ
ステムは、粒子検出器と、該粒子検出器に流体接続している採取ネットワークとを備え、
該採取ネットワークは、吸引される流体が通過する複数の吸気口を有し、前記粒子検出シ
ステムは、前記採取ネットワークを介して流体を前記検出器まで吸引する手段をさらに備
え、
　第１の粒子検出プロファイルと第２の粒子検出プロファイルとを比較するステップと、
　前記２つの粒子検出プロファイル間で、該プロファイルが所定の度合いに一致するオフ
セットを決定するステップと、
　前記オフセットを基に、前記検出システムに粒子が侵入する位置を決定するステップと
を含む方法を開示している。
【００２６】
　幾つかの実施形態で、オフセットは時間オフセットである。他の実施形態でオフセット
は体積オフセットである。
【００２７】
　幾つかの実施形態で、比較するステップは、粒子検出プロファイル間で相互層間を計算
するステップを含む。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、計算された相互相関の最大値が決定され、前記最大値に対応す
る粒子検出プロファイル間のオフセットが決定される。
【００２９】



(7) JP 6438399 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　幾つかの実施形態では、相互相関関数が決定され、所定値と比較される。
【００３０】
　好ましくは、前記流体は空気であり、前記採取ネットワークを介して流体を前記検出器
まで吸引する手段は吸引装置である。
【００３１】
　一実施形態は、第１の粒子検出による粒子と第２の粒子検出による粒子との比較である
第１の粒子検出プロファイルに基づいて、少なくとも所定の第１粒子検出基準が満たされ
たことを決定するステップを含む。
【００３２】
　この方法は、第１の粒子検出プロファイルおよび／または第２の粒子検出プロファイル
を連続的に記憶するステップを含んでもよい。あるいは、前記２つのプロファイルの一方
は、少なくとも１つの所定基準が満たされて初めて記憶されてもよい。
【００３３】
　この方法は、前記第１の粒子検出プロファイルと第２の粒子検出プロファイルの比較を
開始する前に、前記粒子検出システムの少なくとも一部において気流の特性を変化させる
ステップを含んでもよい。
【００３４】
　一形態で、前記粒子検出システムにおいて気流特性を変化させるステップは、
　バルブを開くこと、
　バルブを閉じること、
　前記粒子検出システムの少なくとも一部において気流の方向を変化させること、
　前記粒子検出システムの少なくとも一部において空気の流量を変化させること、
　吸引システムを動作開始させること、
　吸引システムを動作停止させること、
　のうち１つ以上を含む。
【００３５】
　さらに、本明細書では、空気採取ネットワークに流体接続している粒子検出器を有する
タイプの粒子検出システムに粒子が侵入する点を決定する装置であって、前記空気採取ネ
ットワークは、空気が該空気採取ネットワークに侵入するときに通過する複数の吸気口と
、前記空気採取ネットワークを介して空気を前記検出器まで吸引する吸引装置とを備え、
　前記粒子検出システムの少なくとも一部を通過する空気の体積を決定する手段と、
　前記粒子検出システムの少なくとも一部を通過する空気の体積を表す信号を受信する手
段と、
　前記決定された体積に基づいて、粒子を搬送する空気が前記空気採取ネットワークに侵
入した該ネットワークにおける位置を決定する手段とを備えた装置を開示している。
【００３６】
　また、本明細書では、複数の吸気口のうち１つ以上を通じて、粒子が粒子検出システム
に侵入する点を決定するデバイスについて説明している。このデバイスは、前記粒子検出
システムの少なくとも一部を通過する空気の体積を決定する手段と、測定された体積に基
づいて前記粒子が侵入する点を決定する手段とを備える。
【００３７】
　好ましくは、前記粒子が粒子検出システム内に侵入する点を決定する装置は、粒子が侵
入した可能性がある少なくとも１つの吸気口を参照することにより粒子源を特定する。
【００３８】
　さらに好ましくは、前記粒子が検出システムに侵入する点を決定する装置は、前記空気
採取ネットワークに沿った、粒子が該空気採取ネットワークに侵入した距離の指標を指標
として、粒子源を特定する。
【００３９】
　さらに、本明細書では、粒子が粒子検出システムに侵入する点を決定する方法であって
、該粒子検出システムは、粒子が該システムに侵入するときに通過する採取点が複数設け
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られた採取管ネットワークを備えるような方法を開示している。この方法は、前記粒子検
出システムの少なくとも一部を通過する空気の体積を決定するステップと、前記複数の採
取点のうちどの採取穴を通じて粒子が粒子検出システムに侵入したかを決定するステップ
とを含む。
【００４０】
　この方法は、第１粒子検出事象および第２粒子検出事象を検出するステップと、前記２
つの粒子検出事象の間で粒子検出ネットワークの少なくとも一部を通過する空気の体積を
測定するステップとを含んでもよい。
【００４１】
　この方法は、前記粒子検出ネットワークの少なくとも一部を通過する空気の体積を連続
的に測定するステップを含んでもよい。あるいは、この方法は、所定の状況に至ったとき
に、体積の測定を開始するステップを含んでもよい。
【００４２】
　好ましくは、前記粒子検出ネットワークの少なくとも一部を通過する空気は、流量の測
定値を経時的に積算することにより測定される。好ましくは、前記流量の測定値は、体積
流量の測定値である。好ましくは、前記体積流量は、超音波フローセンサを用いて決定さ
れる。
【００４３】
　さらに、本明細書では、粒子検出器と、該粒子検出器に流体接続している採取ネットワ
ークと、前記採取ネットワークを通過する流体を前記検出器まで吸引する手段とを備える
。前記採取ネットワークは、複数の位置グループに分けられて配列している吸気口を有す
る。各位置グループは、複数の採取管のそれぞれに接続された吸気口が存在することまた
は存在しないことに応じて規定されるアドレスを有する。粒子検出器は、各採取管に沿っ
て空気を吸引し、かつ、煙が検出された場合、各採取管において粒子が存在することおよ
び存在しないことの両方に基づいて、粒子が検出器に侵入するときに通った位置グループ
のアドレスを決定するように構成されている。
【００４４】
　また、本明細書では、粒子が粒子検出システムに侵入する１つの点を決定する方法を開
示している。この粒子検出システムは、少なくとも１つの粒子検出器と、該粒子検出器に
流体接続している採取ネットワークと、前記採取ネットワークを通過する流体を前記検出
器まで吸引する手段とを備える。採取ネットワークは、複数の試料輸送経路を有し、該試
料輸送経路に沿って試料を吸引可能であって、該試料輸送経路内で複数の検出器の少なく
とも１つにより独立して粒子の存在を検出可能である。ここで、各試料輸送経路は少なく
とも１つの採取口を有する。各採取口は、該採取口の物理的位置により規定される複数の
位置グループのうちの１つに属する。粒子検出システムは、各試料輸送経路から到来する
空気試料において粒子が検出されたか否かを決定するように構成されている。
　前記方法は、粒子が各試料輸送経路上で検出されたか否かに一意的に基づいて、どの採
取口群の位置で粒子が粒子検出システム内に侵入したかを決定するステップを含む。
【００４５】
　一実施形態で、採取ネットワークは、それぞれ試料輸送経路に対応する複数の管を有し
、粒子が位置グループで検出されたことを決定するステップは、前記複数の管のそれぞれ
を通じて吸引される流体において粒子が検出されたか否かを決定するステップを含む。
【００４６】
　さらに、本明細書では、採取ネットワークに流体接続している少なくとも１つの粒子検
出器と、前記採取ネットワークを通過する流体を前記粒子検出器まで吸引する吸引手段と
を有するタイプの粒子検出システムへの粒子の侵入点を決定する装置であって、前記採取
ネットワークが、粒子を別々に検出可能とする複数の試料輸送経路を有するものを開示し
ている。前記採取ネットワークは複数の採取口を有し、各採取口は複数の物理的位置の１
つにある位置グループに含まれる。前記装置は、各試料輸送経路上で粒子が検出されたか
否かに基づいて粒子が存在する位置を決定する手段をさらに備える。
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【００４７】
　また、本明細書では、
　少なくとも１つの粒子検出器と、
　複数の採取口が設けられた採取管を有し、分析対象の試料を、前記採取口を包囲する環
境から前記採取管を介して前記少なくとも１つの粒子検出器まで送るように構成された採
取システムと、
　空気試料が前記採取システム内を前記少なくとも１つの粒子検出器まで流れるようにす
る流れ誘導装置とを備えた粒子検出システムにおける方法であって、
　前記採取システムから到来する試料の第１粒子濃度を測定するステップと、
　前記複数の採取口のサブセットで採取パラメータを変化させるステップと、
　前記採取システムから到来する試料の第２粒子濃度を測定するステップと、
　前記第１粒子濃度および前記第２粒子濃度に基づいて、前記採取システムから到来する
試料の粒子濃度を測定するステップとを含む方法を開示している。
【００４８】
　前記変化させる採取パラメータは、前記採取口の第１サブセットを通過する流量であっ
てもよい。この変化は、バルブを開閉することにより、または、ファンもしくは他の流れ
誘導装置を用いて前記採取口のサブセットを通過する流量を増加させる（減少させる）こ
とにより実現してもよい。この場合、前記採取システムから到来する試料の粒子濃度を決
定するために用いられる変化後の採取パラメータは、前記採取口のサブセットを通過する
流量であってもよい。
【００４９】
　幾つかの実施形態で、前記変化させる採取パラメータは、前記採取口の第１サブセット
を通じて吸引される粒子濃度である。この変化は、前記採取口の第１サブセットに適用さ
れるフィルタリングパラメータを調節することにより（例えば前記採取口を通じて侵入す
る空気流路にフィルタを介在させ、あるいは取り除くことにより）実現してもよい。この
場合、前記採取システムから到来する試料の粒子濃度を決定するために用いられる変化後
の採取パラメータは、前記採取口のサブセットを通過する試料濃度であってもよい。
【００５０】
　幾つかの実施形態で、前記採取口の第１サブセットは、前記採取口の第２サブセットと
同じものである。採取口が複数存在する場合、第１サブセットまたは第２サブセットは１
つの採取口であってもよい。
【００５１】
　また、本明細書では、複数の吸気経路から到来する空気試料中の汚染物質を検出する方
法であって、
　前記複数の吸気経路のうちの１つ以上での流量を部分的に増減させることにより前記複
数の経路間で流れのバランスを変化させ、複数の異なる流れパターンを形成するステップ
と、
　前記複数の異なる流れパターンのそれぞれについて、一体化した前記吸気経路の汚染レ
ベルを測定するステップと、
　前記複数の異なる流れパターンについて、各吸気経路内での既知の所定（または測定さ
れた）流量を用いて、各吸気経路の汚染レベルを決定するステップとを含み、
　形成された前記複数の流れパターンの数と、測定された汚染レベルの数とは、各吸気経
路内での汚染レベルを決定するのに充分大きい方法を開示している。
【００５２】
　好ましくは、流れのバランスを変化させることは、前記複数の吸気経路のそれぞれにお
ける流量を順に部分的に減少させることにより、複数の異なる流れパターンにわたって達
成される。言い換えると、４つの吸気経路が存在する場合、汚染レベルが測定されている
間、前記吸気経路の第１サブセット（例えば３つの経路）は部分的に閉じられ、残りの吸
気経路は開いた状態を維持する。次に、前記吸気経路の第１サブセットが再度開かれ、別
の吸気経路の第２サブセットが部分的に閉じられ、残りの吸気経路は開いた状態を維持し
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、汚染レベルの２回目の測定が行われる。これは、４つの異なる流れパターンが形成され
、汚染レベルの測定が４回行われるまで継続される。
【００５３】
　好ましくは、前記流量の部分的な減少は、前記吸気経路内のバルブを部分的に閉じるこ
とにより達成される。したがって、各バルブは順に部分的に閉じられて、各バルブは開い
た状態を維持する。この構成では、各吸気経路を通過する流量を知ることができない。そ
れゆえ、複数の異なる流れパターンのそれぞれについて、各吸気経路内での流量を測定す
ることが必要である。
【００５４】
　あるいは、流れのバランスを変化させるステップは、前記吸気経路内に可動式のバッフ
ルを設けることにより達成してもよい。例えば、前記可動式のバッフルは、幾つかの選択
可能位置へ移動可能な回転式ディスクの形をとってもよい。このディスクは、選択位置に
応じて所定の流量を形成する開口部を有する。したがって、この構成で流量の測定は必要
でない。
【００５５】
　流れのバランスを変化させる第３の変形例による方法では、各吸気経路を順に換気し、
他の管は換気しない状態を維持する。他の２つの方法と比較して、この方法では換気後の
各吸気経路を通過する空気の流量が順に増加し、他の吸気経路での流量に影響を与える可
能性がある。
【００５６】
　好ましい形態では、吸気経路と同じ数だけ流れパターンが形成される。流れパターンと
同じ回数だけ汚染レベルの測定が行われるとすると、汚染レベルの測定の回数は流路の数
にも一致する。これにより、各流れパターンについて各吸気経路での流量が既知である／
既定されている（または測定される）場合、各吸気経路の汚染レベルを決定するための充
分な情報が得られる。
【００５７】
　幾つかの構成では、各吸気経路で流量が測定される。好ましくは、これは、ある程度正
確度の高い流量センサにより達成される。好ましい形態で、流量は、各吸気経路に１つず
つ設けられた超音波流量センサにより測定される。
【００５８】
　好ましくは、各流れパターンについて測定された汚染レベル、および、各流れパターン
について各経路において既知の／所定の（または測定された）流量に関して、一連の方程
式を以下の通り解くことができる。
Ｃ１　＝　Ｘ１　Ｆ１１-／（Ｆ１１　＋　Ｆ１２　＋　…　Ｆ１ｎ）　＋　Ｘ２Ｆ１２

／（Ｆ１１　＋　Ｆ１２　＋　…　Ｆ１ｎ）　…　＋　Ｘｎ　Ｆ１ｎ／（Ｆ１１　＋　Ｆ

１２　＋　…　Ｆ１ｎ）
Ｃ２　＝　Ｘ１　Ｆ２１／（Ｆ２１　＋　Ｆ２２　＋　…　Ｆ２ｎ）　＋　Ｘ２Ｆ２２／
（Ｆ２１　＋　Ｆ２２　＋　…　Ｆ２ｎ）　＋　…　Ｘｎ　Ｆ２ｎ／（Ｆ２１　＋　Ｆ２

２　＋　…Ｆ２ｎ）

Ｃｎ　＝　Ｘ１　Ｆｎ１／（Ｆｎ１　＋　Ｆｎ２　＋　…　Ｆｎｎ）　＋　Ｘ２Ｆｎ２／
（Ｆｎ１　＋　Ｆｎ２　＋　…　Ｆｎｎ）　＋　…　ＸｎＦｎｎ／（Ｆｎ１　＋　Ｆｎ２

　＋　…　Ｆｎｎ）
Ｘ１…Ｘｎ＝吸気経路１～ｎでの濃度
Ｃ１…Ｃｎ＝組み合わせた空気吸入経路について測定された汚染レベル
Ｆ１１…Ｆｎ１＝流れパターン１～ｎについて管１の流量
Ｆ１２…Ｆｎ２＝流れパターン１～ｎについて管２の流量
Ｆ１ｎ…Ｆｎｎ＝流れパターン１～ｎについて管ｎの流量
【００５９】
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　好ましい形態で、前記吸気経路は空気採取管の形をとってもよい。各空気採取管は、検
出器ユニット上の各吸気ポートに空気を送ってもよい。流れは、前記検出器に送られる前
に、マニホールドで合流してもよい。
【００６０】
　前記汚染レベルまたは前記流量を測定するステップは、複数の読み出しを行って平均化
するステップを含んでもよい。あるいは、他の任意の統計的計算を行って、複数の読み出
しの中心傾向を決定してもよい。
【００６１】
　また、本明細書では、複数の吸気経路から到来する空気試料中の汚染物質を検出する検
出システムであって、
　前記複数の吸気経路のそれぞれにおいて流量制御手段を制御し、前記複数の吸気経路の
うち１つ以上で流量を増加させ（または部分的に減少させ）、複数の異なる流れパターン
形成する制御システムと、
　前記結合した吸気経路の汚染レベルを測定する検出器とを備え、
　前記制御システムは、前記検出器を制御して、前記複数の異なる流れパターンのそれぞ
れについて汚染レベルを測定し、
　前記制御システムは、前記複数の異なる流れパターンのそれぞれについて、各吸気経路
内の流量の、既知の、既定の、または測定された値を用いて、各吸気経路の汚染レベルを
決定するよう動作可能であり、
　前記制御システムは、充分な数の異なる流れパターンを形成すると共に、前記検出器を
制御して充分な数の測定を行い、各吸気経路の汚染レベルを決定するよう動作可能である
検出システムを開示している。
【００６２】
　検出システムは、吸気経路の数に対応する吸気ポートを有する検出ユニットの形をとっ
てもよい。各吸気ポートは各採取管に連結されてもよい。前記流量制御手段はそれぞれ、
前記検出ユニット内に配置されてもよいし、各採取管内に配置されてもよい。
【００６３】
　好ましくは、システムは流量の測定値を制御できる。
【００６４】
　また、本明細書では、周壁により画定される細長い採取ダクトを少なくとも１つ有し、
かつ、ダクトの長さ方向に沿って配置されると共に前記壁を貫通して延びて試料の侵入を
可能とする複数の採取口を備えるタイプの環境採取システム用の採取点を開示する。前記
環境採取システムは、前記採取口を介して環境から前記ダクト内に試料を吸引すると共に
前記ダクトを通じて分析用デバイスまで試料を搬送するように構成されている。前記採取
点は、前記ダクト内部を前記周壁の内方に向かって延びる試料噴射口を有する。
【００６５】
　前記試料噴射口は、前記ダクトの周壁を通って延びる管を有していてもよい。好ましく
は、前記管は、前記ダクトの中央部（または中央部付近）であって前記ダクトの周壁から
離れた位置に出口を有する。
【００６６】
　前記試料噴射口は、前記ダクトの流れ方向下流側に面する出口を有していてもよい。好
ましい形態で、前記試料噴射口はＬ型の管である。第１の入口端は環境から試料を吸引す
るためのものであり、第２の出口端は前記ダクト内に位置すると共に、前記ダクトの流れ
方向の下流側に面する出口を有する。また、周壁により画定される細長い採取ダクトを少
なくとも１つ有し、かつ、ダクトの長さ方向に沿って配置されると共に前記壁に沿って延
びて試料の侵入を可能とする複数の採取口を有するタイプの環境採取システムであって、
前記採取口を介して環境から前記ダクト内に試料を吸引すると共に前記ダクトを通じて分
析用デバイスまで試料を搬送するように構成されている環境採取システムにおける方法を
開示している。
　前記方法は、別々の試料部分が前記ダクトの下方に移動するときに、前記ダクトに沿っ
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て、前記試料部分の少なくとも前方の拡散を改善する構造を設けるステップを含む。
【００６７】
　前記構造は、上記ダクトの内側に向けて延びる試料噴射口を有する採取点であってもよ
い。また、前記構造は、使用時の前記ダクト内で層流の生成を妨げて乱流を生成するよう
に構成された構造であってもよい。例えば、前記構造は、起伏を付けられたまたは凹凸が
形成されたダクトの壁（タービュレータ、受動的または能動的回転要素などであってもよ
い）。
【００６８】
　また、本明細書では、周壁により画定される細長い採取ダクトを少なくとも１つ備え、
かつ、ダクトの長さ方向に沿って位置すると共に前記壁を貫通して延びて試料の前記ダク
ト内への侵入を可能とする複数の採取口を有する環境分析システム用の採取システムを開
示する。前記環境採取システムは、前記採取口を介して環境から前記ダクト内に試料を吸
引すると共に前記ダクトを通じて環境分析用デバイスまで試料を搬送するように構成され
ている。前記採取システムは、前記試料部分が前記ダクトの下方に移動する際に、該ダク
トに沿って、少なくとも別個の試料部分の前部の拡散を改善する手段をさらに備える。使
用時の前記ダクト内で層流の生成を妨げて乱流を生成するように構成された構造であって
もよい。例えば、前記構造は、起伏を付けられたまたは凹凸が形成されたダクトの壁（タ
ービュレータ、受動的または能動的回転要素などであってもよい）。
【００６９】
　前記構造は、前記ダクトの略長さ全体にわたって延びていてもよく、例えば前記複数の
採取口のうちの１つまたはすべての位置（またはその近く）に局在していてもよい。
【００７０】
　さらに、本明細書では、長さ方向に沿って一連の採取口が位置する細長い採取ダクトを
少なくとも１つ備え、環境からの試料の侵入を可能にするタイプの環境採取システムにお
ける方法を開示する。前記環境採取システムは、前記採取口を介して環境から前記ダクト
内に試料を吸引し、かつ、前記ダクトを介して試料を分析用デバイスまで搬送するように
構成されている。前記方法は、前記ダクト内の気流特性を変化させて少なくとも１つの特
定の採取口の位置（またはその近く）で局所的試料濃度を変化させ、該局所的試料濃度を
、特定の採取口を包囲する大気中の試料濃度に向けて増加させるステップを含む。
【００７１】
　気流の特性を変化させるステップは、前記特定の採取口に隣接する位置にある試料の一
部が前記採取口から排出されるように前記ダクト内の流れを止めまたは流れの方向を逆に
するステップを含んでもよい。また、この方法は、前記特定の採取口を介して環境から追
加の試料を吸引するステップを含んでもよい。前記特定の採取口に隣接する位置にある試
料の一部が前記採取口から排出されるように前記ダクト内の流れを止めまたは流れの方向
を逆にするステップ、および、前記特定の採取口を介して環境から追加の試料を吸引する
ステップは、１回以上繰り返されてよい。
【００７２】
　前記方法は、排出と再度の採取のプロセスが繰り返し行われるように、前記ダクト内の
流れの方向を周期的に変化させる(oscillate)ステップを含んでもよい。
【００７３】
　また、前記方法は、前記ダクトの内容物を前記分析用デバイスまで輸送するステップを
含んでもよい。好ましくは、この輸送ステップは、前記ダクト内での試料の希釈度、また
は前記ダクトの長手方向に位置する試料部分の混合を最小にした状態で実施される。例え
ば、前記方法は、輸送ステップの前に前記複数の採取口のうちの１つ以上を閉じること、
上流側に位置するダクトを開いて流れ抵抗を小さくすること、前記上流側の位置から前記
ダクトに沿って試料を吹き込むこと、のうちの１つ以上を含んでもよい。
【００７４】
　長さ方向に沿って少なくとも１つの採取口が位置する細長い採取ダクトを少なくとも１
つ有し、環境からの試料の侵入を可能にするタイプの環境採取システムを開示する。前記
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環境採取システムは、各採取口を介して環境から前記ダクト内に試料を吸引し、かつ、前
記ダクトを介して試料を分析用デバイスまで搬送するように構成されている。前記システ
ムは、前記ダクト内の気流による試料の希釈度を改善する試料増幅構成をさらに備えても
よい。
【００７５】
　前記試料増幅構成は、前記ダクトの少なくとも一部において流れ方向を逆にするデバイ
スを有してもよい。好ましくは、流れ方向を逆にするデバイスは、流れ方向を複数逆にし
て採取口の位置（または隣接する位置）で空気試料の混合を促進するように構成されてい
る。流れを逆にするデバイスは、例えば可逆ファン、ベローズ、往復ピストン、振動膜な
どであってもよい。
【００７６】
　また、本明細書では、長さ方向に沿って一連の採取口が位置する細長い採取ダクトを少
なくとも１つ備え、環境からの試料の侵入を可能し、前記方法を実施するように構成され
たタイプの環境採取システムを開示する。前記環境採取システムは、
　前記ダクトに沿った、かつ／または前記複数の採取口のうちの１つ以上を通る流れを制
御する１つ以上のバルブ、
　前記ダクトに沿った、かつ／または前記複数の採取口のうちの１つ以上を通る流れを制
御する、ファン、送風機または他の流れ誘導手段、のうちの一方または両方を含んでもよ
い。
【００７７】
　また、複数の位置から到来する分析用の空気試料を搬送するために、上記タイプの環境
採取システムを有する粒子検出システム（好ましくは煙検出システム）が設けられる。
【００７８】
　好ましい形態では、上記粒子検出システムは、本発明の以下の態様に係る検出システム
を備える。この場合、前記アクセサリは、採取口（または採取点）、バルブ、フィルタ、
ダクト（またはダクトの一部）、流れ誘導デバイス（例えばファン、ピストン、ベローズ
、ポンプ、振動膜など）、位置決定(localisation)モジュールのうちの１つ以上を有して
もよい。
【００７９】
　本発明の更なる態様に従って、空気の体積の異常状況を検出する検出システム（例えば
、本明細書で説明しているいずれかのタイプの粒子検出システム）が提供される。前記検
出システムは、前記空気の体積の異常状況を検出する検出器とアクセサリとを備える。前
記検出器と前記アクセサリは、前記空気流路により互いに、さらに前記空気に流体接続し
ており、流体接続している。前記検出器は、前記空気流路を介して前記アクセサリと少な
くとも一方向に通信するように動作可能である。
【００８０】
　前記検出器は、前記採取された空気内での異常粒子レベルを検出するために用いられる
粒子検出器の形をとってもよい。好ましくは、この種の粒子検出器は、吸引型煙検出器、
すなわちファンや他種の流体駆動装置を有するものである。したがって、この好ましい実
施形態では、前記検出器は、前記空気流路における気流特性を変化させることにより、前
記空気流路を通じて信号を前記アクセサリまで送信できる。この好ましい実施形態では、
流れの速度や方向を調節することにより、これを達成できる。好ましくは、前記気流特性
の変化は、前記アクセサリにより検出される。前記アクセサリは、検出された前記変化に
応答する。したがって、前記気流特性の変化は、前記検出器から前記アクセサリに伝わる
信号として機能する。
【００８１】
　好ましくは、前記空気流路は、本発明の複数の態様（または本明細書で説明している実
施形態）のいずれかで説明している空気採取システムまたは環境採取システムを有する。
【００８２】
　前記アクセサリは、空気の体積の異常状況を検出する検出器を有していてもよい。前記
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アクセサリの検出器は、粒子検出器、気体検出器、温度／熱検出器、湿度検出器のうちの
いずれかであってもよい。あるいは、前記アクセサリは、フィルタを有してもよい。例え
ば、該フィルタは、粒子検出前に用いられるプレフィルタであってもよい。前記アクセサ
リは、前記空気流路内に設けられたバルブやファンの形をとってもよい。
【００８３】
　好ましくは、前記空気流路は、管と吸気ポートが設けられた採取管ネットワークを有す
る。粒子検出器を利用する実施形態で、前記空気流路は、前記吸引装置（すなわちファン
と検出チャンバ）を有する検出器を通過する流路を含んでもよい。前記検出器の排気管に
より、前記空気流路の一部が構成される。また、前記アクセサリを通過する流路は、前記
空気流路の一部であるとわかる。
【００８４】
　前記検出器と前記アクセサリは、前記空気流路に沿って設けられた分離ユニットとして
存在する。前記アクセサリは、既在の検出システム（例えば、採取管ネットワークが設け
られた煙検出器ユニットを既に有する煙検出システム）内に取り付けできるものであって
もよい。
【００８５】
　好ましくは、前記検出器は動作情報を前記アクセサリに送信する。例えば、前記検出器
は、該検出器の動作に関する情報（例えば現在の動作モード）を送信してもよい。検出さ
れた前記情報に対するアクセサリの応答は、設定の調整、校正（または再校正）、または
動作状態を変化させることであってもよい。
【００８６】
　上記の通り、前記空気流路を通じた通信の１つのモードでは、前記検出器が気流特性を
変化させ、これを前記アクセサリにより検出できる。前記気流特性の変化は、前記アクセ
サリにより検出可能な気流の異常を含んでもよい。前記気流特性の変化は、空気の流量ま
たは方向の変化を含んでもよい。あるいは、空気流路中に圧力上昇または波を含んでもよ
い。これは、検出器に制御される気流装置（例えば検出器内の吸引装置のファン）により
構成されてもよい。好ましくは、前記吸引装置は、前記検出器内に設けられたプログラム
可能なコントローラにより制御される。したがって、適切にプログラミングすることによ
り前記検出器は必要な信号を送信する。
【００８７】
　前記空気流路の流れ特性の変化は、種々の信号が、前記アクセサリに対する種々の状況
を示すように変化してもよい。例えば、流量の変化だけでなく、複数の変化、例えば流量
の増加のパルス、特定の情報に対応する複数のパルスが存在してもよい。あるいは、前記
流量または実際に測定した流れの変化の度合いを用いて種々の情報を表示してもよい。
【００８８】
　好ましくは、前記アクセサリは、流れ特性の変化を検出するセンサが１つ以上設けられ
た検出システムを有する。
【００８９】
　前記空気流路を通じた通信は、前記アクセサリにより検出可能な音声伝送であってもよ
い。例えば、信号送信用にファンノイズの変化を利用してもよい。あるいは、例えば音響
、超音波またはインフラサウンドの音声信号を前記検出器により形成可能であり、また、
前記アクセサリにより検出可能である。好ましくは、前記アクセサリは、マイク、または
、こうしたノイズを検出システムの一部として検出する他のトランスデューサを有する。
【００９０】
　本発明の変形例で、振動は、検出器により、例えば前記アクセサリ内に設けられた好適
な振動センサを用いて前記管を叩くことにより、生成されてもよい。
【００９１】
　あるいは、前記検出器は、前記アクセサリ上の光センサを用いて光信号を伝送してもよ
い。ただし、こうしたシステムには、前記空気流路を通る見通し線が必要となることがあ
る。
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【００９２】
　上記説明では、前記検出器と前記アクセサリとの間の一方向通信に焦点を当ててきたが
、双方向通信も可能である。前記検出器と前記アクセサリとの間の通信は、前記アクセサ
リ内のバルブの存在により構成され、前記気流特性への必然的な影響が前記検出器内のフ
ローセンサにより検出されてもよい。また、幾つかのアクセサリにはファンが組み込まれ
る。このファンを用いて、前記検出器に検出される気流特性に影響を与えてもよい。
【００９３】
　本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システム用のアクセ
サリが提供される。前記アクセサリは、前記検出システムと前記空気に空気流路により流
体接続されている。ここで、前記アクセサリは、前記空気流路を通じて前記検出システム
により送信される通信を受信するように動作可能である。前記アクセサリは、本発明の第
１の態様に従って説明した特徴のいずれかを含んでもよい。
【００９４】
　本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システムが提供され
る。前記検出システムは、前記空気の体積の異常状況を検出する検出器と、アクセサリと
を備える。前記検出器と前記アクセサリとは互いに流体接続し、前記検出器は、前記流体
接続の気流特性の変化をもたらすことにより前記アクセサリと少なくとも一方向に通信す
るように動作可能であり、前記変化は前記アクセサリにより検出可能である。
【００９５】
　本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システム用のアクセ
サリが提供される。前記アクセサリは、前記検出システムと前記空気に流体接続可能であ
る。前記アクセサリは、前記検出システムによる気流特性の変化を検出するように動作可
能である。好ましくは、前記アクセサリは、前記変化に対して動作応答する。ただし、前
記アクセサリは、いずれかの変化が存在しない場合にも動作応答してもよい。
【００９６】
　上記２つの態様における前記検出システムと前記アクセサリに、上記好ましい特徴のう
ちのいずれかが組み込まれてもよい。
【００９７】
　本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システムを動作させ
る方法が提供される。前記検出システムは、前記空気の体積の異常状況を検出する検出器
と、アクセサリとを備える。前記検出器と前記アクセサリとは空気流路により互いにおよ
び空気に流体接続している。前記方法は、前記空気流路を介して前記検出器から前記アク
セサリへ信号を送信するステップを含む。ここで、前記アクセサリは、前記信号または信
号の欠如を表す。
【００９８】
　前記検出器は、前記気流特性の変化をもたらすことにより、前記空気流路を介して信号
を前記アクセサリに送信してもよい。あるいは、前記信号は、本発明の上記態様に関連し
て説明した変形例の方法のいずれかに従って送信されてもよい。
【００９９】
　前記アクセサリの信号または信号の欠如に対して、動作が停止されてもよく、フォルト
モードに入ってもよく、動作特性が調節されてもよい。
【０１００】
本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システムを動作させる
方法が提供される。前記検出システムは、前記空気の体積の異常状況を検出する検出器と
アクセサリとを備える。前記検出器と前記アクセサリは、空気流路により互いに、さらに
前記空気に流体接続している。前記方法は、アクセサリの位置で、前記空気流路を通る信
号を受信するステップと、受信された前記信号に基づいて前記アクセサリを制御するステ
ップとを含む。
【０１０１】
　前記信号を受信するステップは、流れパラメータ（例えば、前記アクセサリの位置にあ
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る空気流路の一部における流量、方向、圧力など）の変化を検出するステップを含んでも
よい。
【０１０２】
　前記アクセサリを制御するステップは、受信された前記信号に応じて、少なくとも１つ
の動作パラメータまたは前記アクセサリの状態を変化させるステップを含んでもよい。好
ましくは、前記動作パラメータを変化させるステップでは、前記空気流路内の流れ状態を
変化させてもよい。
【０１０３】
　本発明の別の態様によれば、空気の体積の異常状況を検出する検出システムを動作させ
る方法が提供される。前記検出システムは、前記空気の体積の異常状況を検出する検出器
とアクセサリとを備える。前記検出器と前記アクセサリは、空気流路により互いに、さら
に前記空気に流体接続している。前記方法は、アクセサリの位置で、前記空気流路内の気
流の変化を検出するステップと、検出された前記変化に基づいて前記アクセサリを制御す
るステップとを含む。
【０１０４】
　前記信号を受信するステップは、流れパラメータ（例えば、前記アクセサリの位置にあ
る空気流路の一部における流量、方向、圧力など）の変化を検出するステップを含んでも
よい。
【０１０５】
　前記アクセサリを制御するステップは、受信された前記信号に応じて、少なくとも１つ
の動作パラメータまたは前記アクセサリの状態を変化させるステップを含んでもよい。好
ましくは、前記動作パラメータを変化させるステップでは、前記空気流路内の流れ状態を
変化させてもよい。
【０１０６】
　上記実施形態で、前記アクセサリは、バルブ、ファン、流量制御デバイス、検出器フィ
ルタのうちの１つ以上を含んでもよい。
【０１０７】
　本明細書で説明しているいずれかの実施形態において、システム、検出器および／また
はアクセサリを有利に利用できる。特に、こうしたアクセサリや方法を利用すれば、前記
アクセサリと他のシステムコンポーネントとの間を追加の通信ラインで接続する必要があ
るので、前記アクセサリの取り付けが複雑でなくなる。
【０１０８】
　また、本明細書では、長さ方向に沿って複数の採取口が位置する細長い採取ダクトを少
なくとも１つ備え、環境からの試料の侵入を可能にするタイプの環境採取システムにおけ
る方法を開示する。前記環境採取システムは、前記採取口を介して環境から前記ダクト内
に試料を吸引し、かつ、前記ダクトを介して試料を分析用デバイスまで搬送し、前記試料
内の脅威物質の存在を検出するように構成されている。
　前記方法は、前記脅威物質の存在および／または濃度が監視される検出モードで動作す
るステップを含み、少なくとも１つの基準が満たされる場合には、前記システムは、位置
決定モードで動作して、どの採取口を通じて前記脅威物質が該システムに侵入したかを決
定する
【０１０９】
　前記方法は、前記位置決定モードにおいて複数の採取口のうちどの採取口を通じて脅威
物質が侵入したかの決定を行うことができるようにトレーニングモードで動作させ、前記
少なくとも１つの採取ダクトを通過して分析デバイスに至る試料の流れを特性付けるステ
ップを含んでもよい。
【０１１０】
　前記位置決定モードは、試料増幅フェーズと輸送フェーズを含んでもよい。
【０１１１】
　前記位置決定モードは、パージフェーズを含んでもよい。
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【０１１２】
　更なる態様で、粒子の存在を見出すために、一続きの物理的位置を監視するように校正
された粒子検出システムが提供される。前記粒子検出システムは、粒子検出器と、前記一
続きの物理的位置から到来する空気試料を分析のために前記粒子検出器に搬送するための
採取管ネットワークとを備える。前記採取管ネットワークは、前記複数の物理的位置のそ
れぞれに、空気試料が前記採取管ネットワークに吸引されるときに通過する採取口構成が
設けられるように構成されている。ここで、前記複数の採取口構成のそれぞれは、各採取
接続位置で採取管に接続されている。また、前記採取管ネットワーク内の流路に沿って測
定した場合、前記隣接する物理的位置にある採取口構成間の平均距離は、隣接する物理的
位置にある採取接続位置間の平均距離よりも小さい。
【０１１３】
　採取口構成が複数の採取口を有する場合、前記複数の採取口の重心を用いて隣接する採
取口構成までの位置を決定できる。同様に、物理的位置の採取接続位置が前記採取管の複
数の接続点を含む場合、前記複数の接続点の中心を用いて前記流路に沿った隣接部までの
距離を決定できる。
【０１１４】
　幾つかの実施形態で、前記採取管は、監視されている領域を通過して前記領域を利用可
能とする。他の実施形態で、採取管は、前記領域の近くを延びる。ただし（例えば、前記
採取管が部屋の天井の上方に延びて当該領域を利用可能とする場合、または、監視される
戸棚の外側で延びて当該領域を利用可能とする場合、）該領域を貫通しない。
【０１１５】
　好ましい実施形態で、前記採取管は、該採取管により利用可能とされる領域を通過して
延びる第１部分と、該第１部分により利用可能とされる少なくとも１つの領域を通過して
延び、前記第１部分の上流側で前記採取管ネットワークに接続された第２部分とを有する
。好ましくは、前記第２部分は、前記第１部分が通過する複数の領域を通過して延びる。
好ましくは、前記第２部分は、前記第１部分が通過する複数の領域の大部分を通過して延
びる。
【０１１６】
　幾つかの形態で、第１部分と第２部分は、隣り合って延び、好ましくは互いに平行に延
びる。
【０１１７】
　好ましい形態では、前記第２部分は、前記第１部分により利用可能とされる複数の位置
の間の位置を利用可能とする。好ましくは、互いに隣接する複数の位置は、前記管ネット
ワークの第１位置と第２位置により交互に利用可能とされる。こうした構成は、前記採取
管ネットワークの流路に沿った複数の接続点が散開するように機能する。これは、粒子の
位置決定において曖昧さを低下させるのに役立つ。
【０１１８】
　前記領域の採取口構成の接続点が前記採取管ネットワークの共通部分の所定部分に作成
された場合、ある領域が、前記採取管ネットワークの共通部分の所定部分（第１部分また
は第２部分）のいずれかにより利用可能とされると考えるべきである。別の態様では、複
数の領域において粒子を監視するように構成された粒子検出システムが提供される。前記
粒子検出システムは、粒子検出器と、吸引されて分析のために前記検出器に輸送される粒
子が通過する採取口を複数有する採取管ネットワークとを備える。前記採取口は、特定の
領域から試料を吸引するように構成されている。ここで、前記採取管ネットワークは、一
列に並んで直接に相互接続された複数の管を有してもよい。並んだ複数の管の長さ方向に
沿って連続して隣接配置された少なくとも２つの領域に対応する前記採取口は、前記複数
の管の種々のメンバに接続されている。前記複数の管が２本である場合、好ましくは、連
続して隣接する領域に含まれる前記複数の採取口は、前記第１管と前記第２管とに交互に
接続される。
【０１１９】
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　本発明の別の態様では、位置を保護するように構成された粒子検出器に試験用物質を搬
送する搬送システムと、
　前記試験用物質を搬送するように前記搬送システムを駆動する駆動手段と、
　前記搬送システムの駆動を、前記位置の画像を撮影するように構成された撮像システム
により自動検出できるように信号で伝える計器とを備えた装置が提供される。
【０１２０】
　前記装置は、駆動に関するデータを記憶用または伝送用の装置へ入力することを可能に
するインタフェースをさらに備えてもよい。前記搬送システムは、試験用物質生成装置、
前記試験用物質生成装置から前記粒子検出器へ試験用物質を搬送するダクト、前記装置を
通じて前記粒子検出器まで前記試験用物質を移動させるファン、ポンプなどのうちの少な
くとも１つを有してもよい。好ましくは、前記表示器は、画像内で捕捉用の放射線を放射
するように構成された放射線エミッタを１つ以上有する。前記装置は、該装置への（かつ
／または、該装置から、前記粒子検出システムや前記撮像システムのような外部装置への
）データ転送を可能にする同期ポートを有してもよい。
【０１２１】
　別の態様では、本発明は、粒子検出システムにおいてアドレスを関連づける方法を提供
する。前記アドレスは、撮像システムが監視する１つの物理的位置に対応する。前記撮像
システムは複数の位置を監視する。前記方法は、粒子検出システムにおいて前記アドレス
で粒子の検出を行うステップと、前記アドレスに対応する物理的位置を視覚的に表示する
ステップと、前記撮像システムにより撮影された少なくとも１つの画像において物理的位
置の視覚的表示を特定するステップと、前記撮像システムにより監視される複数の位置に
含まれる１つの位置にアドレスを関連づけるステップとを含む。
【０１２２】
　好ましくは、前記方法は、
　視覚的表示が特定される少なくとも１つの画像を撮影したカメラ、
　視覚的表示が特定される少なくとも１つの画像を撮影したカメラのパン、チルトまたは
ズームパラメータのうちの１つ以上、のうちの一方または両方に前記アドレスを関連づけ
るステップを含む。
【０１２３】
　前記方法は、前記撮像システムに相関データを提供し、前記粒子検出システムにおける
アドレスに対応する画像の選択的な撮影、記憶または表示を、前記粒子検出システムによ
り前記アドレスで粒子が検出される場合に実現するステップを含んでもよい。
　これにより、本明細書で説明しているように、粒子検出事象の映像照合が実現する。
【０１２４】
　前記アドレスに対応する物理的位置を視覚的に表示するステップは、前記撮像システム
が撮影する画像において捕捉および特定可能な放射線を放射するステップを含んでもよい
。このステップは、検出可能なパターンにおいて放射線源を選択的に駆動するステップ（
例えば、光源のオンオフを調節するステップ）を含んでもよい。
　を含んでもよい。
【０１２５】
　好ましくは、前記粒子検出システムにおいて粒子の検出を行うステップは、前記粒子検
出器により前記アドレスで検出が行われるように、前記物理的位置（またはそれに近い位
置）で粒子を放出するステップを含んでもよい。
【０１２６】
　好ましくは、前記粒子検出システムにおいて前記アドレスで粒子の検出を行うステップ
、および、前記アドレスに対応する物理的位置を視覚的に表示するステップは、同時に行
われて、前記撮像システムにより撮影される画像と前記粒子検出システムにおける粒子検
出事象とを一時的に関連づけることを可能にする。
【０１２７】
　好ましくは、前記方法は、本発明の態様による装置を用いて実施される。
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【図面の簡単な説明】
【０１２８】
　本発明の例示的な実施形態について、添付の図面を参照しつつ非制限的な例により説明
する。
【０１２９】
【図１】空気採取ネットワークを備えた粒子検出システムを示す図である。
【図２】煙が空気採取ネットワークに侵入する位置の決定を可能にするように２つの粒子
検出器を用いる粒子検出システムを示す図である。
【図３】バルブにより分離した２つの分岐部を有する空気採取ネットワークに連結された
１つの粒子検出器を用いる粒子検出システムを示す図である。
【図４】１つの空気採取ネットワークに連結された２つの粒子検出器を用いる粒子検出シ
ステムを示す図である。
【図５】粒子検出システムの各検出器（または分岐部）で測定したタイミングを示すグラ
フである。
【図６】粒子検出システムの各検出器（または分岐部）で測定したタイミングを示すグラ
フである。
【図７】他の実施形態による粒子検出システムであって粒子がシステムに侵入する位置を
決定するのに用いられるものを示す図である。
【図８】複数のバルブを有する採取システムを備えた粒子検出システムであって、採取シ
ステムの採取パラメータを変化させて本発明の一態様による実施形態を実施するものを示
す図である。
【図９Ａ】複数のフィルタを有する採取システムを備えた粒子検出システムであって、採
取パラメータを変化させる（本発明の一態様に係る実施形態を実施する）ものを示す図で
ある。
【図９Ｂ】図９Ａのシステムに用いられるフィルタとバルブの配置を示す図である。
【図１０Ａ】本発明の好ましい実施形態による粒子検出システムを示す概略図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａの粒子検出システムの一部を示す概略図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｂに示す粒子検出システムの一部であって、一方のバルブが一部閉じ
ている状態を示す概略図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃに示す粒子検出システムの一部であって、他方のバルブが一部閉じ
ている状態を示す概略図である。
【図１１Ａ】粒子検出システムを示す。
【図１１Ｂ】試料の一部がダクトの下方へ移動するときの、当該試料の一部の前部での拡
散を示すグラフである。
【図１１Ｃ】図１１Ａの採取ダクト内での流速のプロファイルを示す。
【図１２】本発明の種々の実施形態に係る３つの採取点を示しており、これにより、図１
１Ｂに示される拡散の影響が改善しうる。
【図１３Ａ】図１１Ｂに示す拡散の影響を改善しうる乱流の例を示す。
【図１３Ｂ】図１１Ｂに示す拡散の影響を改善しうる乱流の例を示す。
【図１３Ｃ】図１１Ｂに示す拡散の影響を改善しうる乱流の例を示す。
【図１３Ｄ】図１１Ｂに示す拡散の影響を改善しうる乱流の例を示す。
【図１４】空気採取ダクト内での試料の流れの方向を周期的に変化させて粒子検出システ
ム内の他の採取口による試料の希釈を妨げるのに利用可能なベローズに接続された空気採
取ネットワークを備えた粒子検出システムを示す。
【図１４Ａ】図１４と類似の方法で試料増幅を行う振動膜を利用する例示的なシステムを
示す。
【図１４Ｂ】図１４と類似の方法で試料増幅を行う振動膜を利用する例示的なシステムを
示す。
【図１４Ｃ】図１４と類似の方法で試料増幅を行う振動膜を利用する例示的なシステムを
示す。
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【図１４Ｄ】図１４と類似の方法で試料増幅を行う振動膜を利用する例示的なシステムを
示す。
【図１４Ｅ】図１４と類似の方法で試料増幅を行う振動膜を利用する例示的なシステムを
示す。
【図１５】粒子検出システム内の他の採取口による試料の希釈を妨げるのに利用可能な上
流側ファンが設けられた空気採取システムを備えた粒子検出システムを示す。
【図１５Ｂ】図１５のシステムと同様のシステムであって、試料のフラッシングシステム
が拡張されたシステムを示す。
【図１６】採取ダクトの端部を開放してダクト内の試料を分析のために粒子検出器へ輸送
しやすくするのに利用可能な、採取口の上流側のバルブが設けられた空気採取システムを
備えた粒子検出システムを示す。
【図１７】図１４Ａから図１４Ｅのシステムの変形例を示す。
【図１８】複数の振動膜を有する試料増幅構成が設けられた空気採取ネットワークを備え
た粒子検出システムを示す。
【図１９】分岐した採取管と、複数の振動膜を有する試料増幅構成とが設けられた空気採
取ネットワークを備えた粒子検出システムを示す。
【図２０Ａ】図１４に示すシステムの変形例であって、専用の位置決定モジュールを備え
たものを示す。
【図２０Ｂ】図１５に示すシステムの変形例であって、専用の位置決定モジュールを備え
たものを示す。
【図２１】本発明の実施形態に係る粒子検出システムであって、一連の領域において粒子
を検出するように構成されたものを示す。
【図２２】本発明に係るシステムの更なる実施形態であって、一連の領域において粒子を
検出するように構成されたものを示す。
【図２３】本発明に係るシステムの更なる実施形態であって、一連の領域において粒子を
検出するように構成されたものを示す。
【図２４】映像安全システムを用いた映像照合を組み込んだ粒子検出システムを示す。
【図２５】図２４のシステムで映像照合用に利用される例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図２６】図２４のシステムで映像照合用に利用される例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図２７】図２４に示すタイプのシステムの試運転および／または試験に用いられる装置
の概略図である。
【図２８】例示的なアクセサリ（この例ではバルブ）であって、別のシステムコンポーネ
ントからの気流経路における流れの変化または状況を検出し、かつ、検出した変化または
状況に応じてその動作を制御するように構成されたものを示す。
【図２９】図２８に関連して説明したアクセサリを組み込んだ粒子検出システムを示す。
【図３０】位置決定モジュールの実施形態を示す。
【図３１】複数の採取管が接続可能である、位置決定モジュールの別の実施形態を示す。
【図３２】図２８のアクセサリと同様のアクセサリについての追加の実施形態を示す。
【図３３】図２８のアクセサリと同様のアクセサリについての追加の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１３０】
　図１は、採取ネットワーク２８に流体連結された粒子検出器１１を備えた粒子検出シス
テムを示す図である。採取ネットワークは吸気口２９を複数個有する。この吸気口２９を
通じて空気が吸引される。吸引装置１６は、採取ネットワーク２８へ、そして入口２１を
介して粒子検出チャンバ１４の中まで空気を吸引する。空気試料は、出口２２を通って検
出システムから出る。
【０１３１】
　検出器はフローセンサ２４を有する。本発明の好ましい実施形態では、国際公開公報(W
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O 2004/102499)に記載されている超音波フローセンサが用いられる。このセンサにより、
体積流量を測定できる。フローセンサ２４は、単位時間当たりに採取ネットワーク２８か
ら粒子検出器１０へ流入する空気の体積を表示する。フローセンサ２４の出力を用いて、
例えば採取ネットワーク２８がブロックされ、あるいは吸引装置の性能が低下し、流れが
止まったことを推測できる。
【０１３２】
　また、システム１０は、検出器１４の出力を基に空気試料中の粒子のレベルを決定する
コントローラ４０を備える。システム１０は、アラーム・フォルト(fault)ロジックを検
出器の出力に適用し、ユーザに粒子の存在やシステムの動作状態について警告を行う。こ
の種のシステムの一例として、典型的にはXtralis Pty Ltd製のＶｅｓｄａ煙検出器やＩ
ＣＡＭ煙検出器が導入される。
【０１３３】
　こうした検出システムを本発明の実施形態に適用して、粒子が空気採取ネットワーク２
８に侵入する点をさらに決定できる。
【０１３４】
　図２は、２つの粒子検出器２０２，２０４を示す。各粒子検出器は図１に示すタイプの
ものである。各検出器は、採取ネットワーク２０３，２０５の管にそれぞれ接続されてい
る。採取ネットワーク２０３，２０５は、実質的に並列であって同じ領域を監視するよう
に構成されている。また、各検出器は、制御ユニット２０７（マイクロコントローラ２０
９を含む）に接続されている。管２０３は、複数の吸気口２０６～２１６を有する。同様
に、管２０５は、複数の吸気口２１８～２３０を有する。管２０３の吸気口はそれぞれ、
管２０３に平行な管２０５の吸気口とペアにすることができる。設置の際、管２０３の各
吸気口は、管２０５の対応する吸気口に隣接して配置される。それゆえ、吸気口はペアに
なって配列する。例えば、管２０３の吸気口２０６と管２０５の吸気口２１８は、近接配
置されているので空気採取口ペア２３２となる（１つのラベルが付される）。例えば、各
ペアは、一列に並んだオフィスの同じ部屋に位置してもよく、あるいは共通の採取点に設
置されてもよい。
【０１３５】
　通常動作では、粒子検出器２０２の吸引装置は空気管２０３を通じて吸引を行う。粒子
検出器２０４の吸引装置は空気管２０５を通じて吸引を行う。各粒子検出器が空気を吸引
するときに散乱光または「煙レベル」が測定され、制御ユニット２０７に送信される。制
御ユニット２０７のマイクロコントローラ２０９は、受信した煙レベルを内部メモリに保
存する。
【０１３６】
　煙が空気採取口ペア２３２の位置で空気採取ネットワークに侵入する場合、吸気口２０
６から粒子検出器２０２に到達するまでの煙の移動距離は、吸気口２１８から粒子検出器
２０４に到達するまでの煙の移動距離よりも充分に小さい。したがって、空気採取口ペア
２３２に煙が入ることによる煙レベルの増加は、粒子検出器２０４の前に粒子検出器２０
２に記録されることになる。
【０１３７】
　粒子検出器２０２，２０４のうちどちらか（例えば煙検出器２０２）の煙レベルの検出
値が所定の閾値（アラーム用閾値であってもなくてもよい）を超えたとき、マイクロコン
トローラは、一方または両方の検出器を通じて吸引される空気の体積を監視し始める。吸
気口２１８で導入される煙は、検出器２０４により検出可能となる前に採取管２０５の長
さ方向に沿って移動する必要があるので、粒子検出器２０４は、ある体積の空気を吸引し
た後に、粒子検出器２０２と同程度の煙レベルの増加を記録する。この煙レベルの増加が
記録されると、マイクロコントローラ２０９は、検出器２０４により吸引される空気の体
積の監視を終了する。監視終了時の体積を用いて、どの採取口（穴）を通じて煙が空気採
取管に侵入したかを決定できる。
【０１３８】
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　フローセンサ（例えば符号２４）は体積流量を出力するので、検出器を通過する空気の
体積は、フローセンサの出力を経時的に積算することにより決定される。例えば、流量は
、センサにより１秒につき１回以上出力されてもよい。これらの体積は、検出器自体また
はマイクロコントローラ２０９に蓄積され、通過した試料空気の全体積を決定するのに用
いることができる。
【０１３９】
　次に、マイクロコントローラ２０９は、上記の通り決定した、検出器２０４により吸引
された空気の体積を用いて、煙粒子が導入される際にどの採取口ペアを通過したかを推測
する。一実施形態で、マイクロコントローラは、以下のようなルックアップテーブルを参
照して推測を行う。
【０１４０】
【表１】

【０１４１】
　ルックアップテーブルは、測定された体積と、対応する採取穴ペアとの関係を示す。各
体積は、粒子が第２検出器により検出される前にこの第２検出器により吸引される空気の
体積に相当する。負の値と正の値は、検出器２０２，２０４のうちどちらの検出器が体積
を測定するかを示す。この例では、負の値により、検出器２０２が体積を測定することが
示されている。
【０１４２】
　例えば、マイクロコントローラ２０９は、検出器２０２による煙検出と、その後の、検
出器２０４による煙検出との間の時間で、検出器２０４により吸引される空気の体積（１
１２ｍｌ）を測定できる。ルックアップテーブルにて、上記体積に最も近い体積を有する
のは、第４行であってペア４が対応する。ペア４は吸気口ペア２３８に対応する。測定し
た体積が－１１２ｍｌであれば、最も近い列は、－１００ｍｌの列であって、煙がシステ
ムに侵入する点はペア３（吸気口ペア２３６）であると決定されただろう。本発明の他の
実施形態では、体積を直接に測定する代わりに、体積に対応する値を用いることができる
。
【０１４３】
　例えば、システムを通過する空気試料の量は、体積流量以外のパラメータを測定するこ
とにより決定できる。例えば、検出器内にマスフロ－センサが存在する場合、こうしたセ
ンサの出力を本発明の実施形態で用いることができる。なぜなら、当該出力は、温度や流
体の密度を補正する補正係数により体積に関連付けられるからである。
【０１４４】
　他の物理的パラメータ（これに限定されないが、長さ、圧力、温度または体積に関連す
る事象の計数値）を用いてもよい。例えば、時間により変化する試料の流速を所定位置で
（例えばｍｓ－１単位で）測定および累算（総和の計算や積分など）して、システムを通
過する空気の量を「長さ」の形で決定してもよい。また、体積であれば、空気試料（また
はその既知の割合）を用いてピストンを移動させることにより、「長さ」で表すことがで
きる。収集した試料によるピストンの全変位（またはその一定の割合）は、システムを通
過する空気量の測定値を表す。あるいは、シリンダが小さい場合、ピストンのサイクル数
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を数えて、システムを通過する空気試料の体積に対応する値を得ることができる。
【０１４５】
　システムを通過する空気の量を決定するために用いられる物理的パラメータが圧力また
は温度である例を挙げるために、空気試料（またはその一部（既知の割合））が閉鎖系の
第１チャンバ内で捕捉されるシステムを考える。この空気の実際の体積Ｖ１（または体積
一定の場合には圧力）を知ることはできない。ただし、捕捉試料の温度Ｔ１と圧力Ｐ１（
または圧力一定の場合には体積）が測定される。次に、この捕捉試料を体積Ｖ２が既知の
第２のチャンバに移動させ、ボイルの法則を用いて温度Ｔ２と圧力Ｐ２を最初の体積に関
連させる。試料（または試料の一部）が第２チャンバに移動する間、圧力または温度が一
定に保たれるよう制御を行うことにより、システムを通過する試料空気の体積に関連する
量として、温度または圧力を用いることができる。
【０１４６】
　質量、圧力、温度および長さ、または、測定可能であって流量変化に耐性を有する他の
物理的パラメータの測定値を体積の代わりに用いる場合、ルックアップテーブルにより、
体積を計算するステップを挟まずに、上記他の物理的パラメータを直接に吸気口ペア番号
に関連づけることができる。
【０１４７】
　吸気口ペア番号が決定すると、この数は火災警報コントロールパネル（ＦＡＣＰ）のよ
うな第２のデバイスに連絡されてもよく、またはユーザに対して表示されてもよい。これ
により、火災位置の特定が可能となる。
【０１４８】
　ルックアップテーブルは、システムの試運転中に、例えば各採取口ペアに煙を導入する
と共に検出前に吸引された空気の体積を測定することにより作成できる。煙が採取口ペア
２３２に侵入した場合、検出器２０２による検出後に検出器２０４により吸引される空気
が大量に存在する。一方、検出器２０４は煙レベルの増加を検出するまで待機している。
逆に、採取口ペア２４２を通じて煙がシステムに侵入した場合、検出器２０４は検出器２
０２より前に煙レベルの増加を検出する。検出器２０２は、煙レベルの増加を検出するま
での間に大量の空気を吸引する。例えば煙が中央に向かって（例えば採取口ペア２３６で
）採取ネットワークに侵入した場合、検出器２０２が最初に煙レベルの増加を検出するだ
ろうが、検出器２０４による検出前に吸引される空気の体積は、第１例のいずれの場合よ
りも小さいだろう。なぜなら、検出器２０２による検出時点までに、煙は吸引されてすで
に検出器２０４から充分に離れた位置にあるからである。
【０１４９】
　本発明の構成において、採取管ネットワークが長く、粒子の輸送時間が長い場合に、煙
の位置を決定する前に煙の存在を検出できると当業者に理解されるだろう。例えば、図２
の採取口ペア２３２に煙が導入される場合、採取穴２０６に侵入する煙は迅速に検出器２
０２まで移動して検出される。検出器２０２は、検出器２０４が未だ煙を検出していなく
ても迅速にアラームを鳴らすことができる。したがって、採取穴に導入された煙をある時
間までに検出する必要があることが規則により規定されている場合、この特定の構成によ
り、煙粒子の検出の際に炎の存在を検出および報告できる。煙の位置決定は、アラームレ
ベルでなく閾値レベルを用いた上記の方法により進めることができる。
【０１５０】
　したがって、好ましくは、各検出器についてアドレス指定事象を決定するのに用いられ
る閾値は、最低の警告（例えばプレアラーム）閾値よりも大きい。好ましい実施形態では
、アドレス指定を試行する前により高いレベルの粒子が検出されるまで待機が行われる。
【０１５１】
　一実施形態で、ルックアップテーブルを用いる代わりに体積オフセットに定数を掛けて
、煙粒子がシステムに侵入した（採取ネットワークに沿った）距離を決定する。別の実施
形態で、関数の変数として体積オフセットが用いられる。関数が評価されると、粒子が侵
入した（採取ネットワークに沿った）距離の推定値が得られる。別の実施形態では、ルッ
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クアップルテーブルを参照する指標として体積オフセットが用いられる。得られる参照値
は、管に沿った距離の推定値である。好ましい実施形態で、増倍率、関数または上記ルッ
クアップテーブルは、各採取穴ペアに煙を導入すると共に得られる体積オフセットを測定
して校正データを得ることにより、試運転の時点で決定される。当業者が理解するように
、採取穴の別のサブセットに煙を導入し、かつ採取ネットワークにおける採取口ペアの既
知の分布に依存して、採取穴のサブセットについての結果を推測できる。
【０１５２】
　本発明の変形例では、例えば火災の広がりを決定できる。システムが伝送する情報は、
粒子が侵入したと思われる採取ネットワークに沿った距離であってもよい。ただし、この
距離は採取口ペアに対応していなくてもよい。
【０１５３】
　計算した距離または採取口は、エンドユーザに直接に提示されてもよい。また、計算さ
れた距離または採取口は、別のシステム、例えば火災警報コントロールパネル（ＦＡＣＰ
）に伝達されてもよい。採取点が複数設けられた１つの吸引型煙検出器でなくアドレス指
定可能な点検出器のシステムからデータを受信するように火災警報コントロールパネルが
設計されている場合、このシステムは、アドレス指定可能な点検出器のシステムを模倣す
るようにして、計算された距離または吸気口を火災警報コントロールパネルに伝達できる
。これにより、アドレス指定可能な個別の点検出器を実際に用いることなく、ＦＡＣＰに
より火災位置を把握できる。
【０１５４】
　図３は、空気採取ネットワークに設置された１つの粒子検出器を用いる本発明の別の実
施形態であって、２つの管３０３，３０５とバルブ３０４を有するものを示す。通常動作
で、空気は管３０３を通って吸引される。煙検出器２０２が所定の閾値を超える煙を検出
した場合、管３０３を塞ぐように、かつ管３０５を空気が流れるようにバルブ３０４が移
動し、マイクロコントローラ３０９は検出器３０２により吸引される空気の体積の記録を
開始する。煙粒子が検出器３０２により検出された場合、マイクロコントローラ３０９は
、検出器３０２により吸引される空気の体積の記録を終了する。次に、空気採取ネットワ
ーク３０５を通過して粒子検出器３０２（再度粒子を検出する前の）に入る空気の体積を
用いて、本明細書で説明している方法のいずれかにより煙粒子が管３０５に侵入する点を
推測する。
【０１５５】
　図４は、１つの空気採取ネットワークに設置された２つの粒子検出器を用いる別のアプ
ローチを示す。当初、煙検出器４０２が作動し、煙検出器４０４は作動していない。煙は
、採取口４０８を通じてシステムに侵入する。煙は空気採取ネットワークにより吸引され
て、煙検出器４０２により検出される。煙検出事象の決定により、煙検出器４０２は動作
を停止し、煙検出器４０４は作動する。また、マイクロコントローラ４０９が、検出器４
０４により吸引される空気の体積の記録を開始する。煙検出器４０４の吸引装置は、空気
採取ネットワークに沿って、煙検出器４０２の吸引装置により生じる最初の流れ方向とは
反対の方向に空気を吸引する。１つの採取口４０８のみを通って煙が侵入する場合、煙検
出器４０４は、採取口４０８から煙が到達するまで煙を検出できない。本発明によれば、
まず煙検出器４０２が煙を検出した後に検出器４０４が煙を検出するまでに検出器４０４
が吸引する空気の体積を用いて、本明細書で説明している方法のいずれかにより、空気採
取ネットワーク４０３に侵入する煙粒子がどの吸気口を通過するかが決定される。
【０１５６】
　本発明者らは、システムを通じて吸引される空気の体積またはこれに対応する値を用い
て、空気採取システムに粒子が侵入する点を決定することが好都合であることを見出した
。さらに、時間でなく体積を測定することにより、時間の測定値を用いた場合の不都合や
問題を改善できる。例えば、使用時に採取口にごみが集まって狭窄し、これにより圧力が
低下して気流が低下することが知られている。これは、システムの寿命にわたって空気試
料の移動時間が変化することを意味する。ただし、検出器に送られる空気の体積は時間に
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時間よりも安定する。さらに、バルブを開く際または吸引装置を作動させる際に遅れが生
じた場合、または、ファンが予想よりゆっくり動作を開始した場合、第２の時間に粒子が
検出される前にシステムを通じて吸引される空気の体積は、時間測定に基づくシステムと
比べて比較的不変である可能性が高い。好都合なことに、体積測定に基づくアドレス指定
システムは、流量とは無関係に、または広範囲に変化する流速にわたって動作可能である
。これにより、以下のように、システムがエンドキャップを抜いて、検出器へ向かう試料
の流速を大きくする技術が実現する。
【０１５７】
　本発明の実施形態では、他種のフローセンサ（例えばマスフロ－センサ）を用いること
ができる。マスフロ－センサは、センサを通過する空気の質量を経時的に示す。しかし、
マスフローセンサは測定する空気の密度には感度がないので、マスフローセンサを通過す
る空気の体積を決定するために他の情報（例えば空気の温度）が必要となる。
【０１５８】
　さらに、上記本発明や先行技術の実施形態を実施する際に困難となりうるのが、２つの
等価な煙検出事象が生じたと確実に決定するのが難しいことである。例えば、アナログか
らデジタルへ信号が変換される前に導入されるノイズにより、検出器２０２または検出器
２０４により煙がいつ検出されたかを決定するプロセスの実行が妨げられる可能性がある
。本発明者らは、このような不利な点を避け、あるいは改善するプロセスを開発した。
【０１５９】
　図２に示すような煙検出システムにより、区別可能な２つのデータセットまたは「粒子
検出プロファイル」が得られる。１つのデータセットは粒子検出器２０２から得られる。
もう一方のデータセットは粒子検出器２０４から得られる。各データセットは測定された
一連の煙レベルを含む。このデータセットには、検出器を通過する空気の体積に関する情
報、または、粒子の煙レベルが測定された時間が含まれていてもよい。
【０１６０】
　以下の例では、経時的に煙レベルを監視するシステムについて説明する。当業者に理解
されるように、この方法は、（上記）システムにより得られる空気の体積に比較される煙
レベルを測定するように適合しているが、説明目的のため、種々の時刻に測定された一連
の煙レベルに関連するシステムについて説明する。
【０１６１】
　図５は、粒子検出プロファイルを示す。縦軸は、検出された煙レベルを表す。横軸は、
測定された時間を表す。煙レベルは、図２の検出器２０２により測定されたものである。
図６は、第２の粒子検出プロファイルを示す。このグラフは、検出器２０４により測定さ
れたものであることを除いて図５と同じである。 
【０１６２】
　図面を比較して、検出器２０２が検出した煙レベルは時刻２００で最大値に達した。こ
の時刻２００で検出器２０２は動作を停止し、出力はほぼ０に戻った。検出器２０４は、
時刻３００で最大煙レベルを検出する。検出器２０４に到達する煙が移動する（採取ネッ
トワーク２０５に沿った）距離が、少なくとも部分的に種々の時間に寄与する。各最大値
に至る時刻の差、または、各プロファイルが幾つかの所定の閾値（例えば縦軸の煙レベル
１５０、これは使用時のアラーム用閾値とは異なっていてもよい）を超える時刻の差を用
いて、煙がどの吸気口を通じて粒子検出システムに侵入するかを推定できるだろう。しか
し、より好ましいことには、図５や図６に示すデータを用いて相互相関を計算可能である
。
【０１６３】
　相互相関は、連続な実関数ｆとｇについて、下記の式に従って計算される。
【０１６４】
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【数１】

【０１６５】
　当業者に理解されるように、本発明のシステムにて検出される個々の測定値（例えば煙
レベル）と一緒に用いるために、この式を適用できる。例えば、こうしたシステムは、各
検出器のデータの粒子検出プロファイルを各バッファ（例えばリングバッファ）内に一時
的に記憶することにより、ハードウェア内に実装可能である。このバッファは、システム
により測定可能な最長のオフセットを正確に計算できるようなデータを記憶するように選
択できる。次に、上記式に示しているように、データ要素の各ペアを順に積算し、それら
を加算することにより、ある点での相互相関を計算できる。次に、可能性のあるオフセッ
トｔに対してこのプロセスを繰り返し、全体の相互相関関数を決定する。次に、この相互
相関関数を用いて、２つの粒子検出事象の間の時間オフセットを推定する。次に、これを
用いて、どの採取口ペアを通じて粒子が採取管ネットワークに侵入したかを推測できる。
幾つかの実施形態では、相互相関関数から得られる情報を用いて、煙がシステムに侵入し
たであろう位置が見出される。
【０１６６】
　一実施形態では、相互相関関数の複数のピークが特定される。各ピークの位置と対応す
る相互相関の値とに基づいて、時間オフセットの一覧が計算される。時間オフセットを用
いて、煙発生源の位置が推測される。煙発生源の位置を用いて、火災が発生した位置とし
て可能性のあるものを複数推測できる。
【０１６７】
　図７は、粒子検出器７０２を備える粒子検出システム７００を示す。粒子検出器７０２
は、管７０４，７０６，７０８，７１０の形をとる空気採取ネットワークと流体接続して
いる。各管は、採取口群７１２～７４０として構成された複数の吸引口を有する。各採取
口群は、物理アドレス（例えば検出器が利用される部屋や位置）に対応する。各採取口群
は、１個から４個の吸気口を有する。
【０１６８】
　粒子検出器は、各管に接続されており、各管を通じて吸引された流体内に粒子が検出さ
れたか否かをコントローラに連絡するように構成されている。検出器７０２は、例えば４
つのＶＥＳＤＡ煙検出器（Xtralis Pty Ltd製）であってもよい。これらの検出器は、最
大４つの管で煙を独立して検出可能な中央コントローラまたは検出器に連結されてもよい
。
【０１６９】
　各採取口群７１２～７４０は、１つ、２つ、３つまたは４つの別個の採取口を有する。
採取口は、同じパターンが２つできないように群に分類されている。例えば、採取口群７
３０では各管に採取口が設けられているが、他のどの群も各管にも採取口は設けられてい
ない。採取口群７１２では管７１にのみ採取口が設けられているところ、他のどの採取口
群にも、管７１０にのみ穴を有するものは存在しない。図７の例で、採取口は、４ビット
のグレイコードに対応する群に配置されている。
【０１７０】
　図２に関連した説明と同様に、設置の際、各群の入口は互いに近接配置される。煙が特
定の採取口で採取ネットワークに侵入する場合、複数の管のそれぞれ（当該管について、
採取口が当該群内に存在する。）に煙が侵入する。例えば、煙が採取口群７３０の近くで
採取ネットワークに侵入する場合、煙はその位置では４つの管７０４，７０６，７０８，
７１０のそれぞれに侵入すると考えられるだろう。逆に、煙が採取口群７１２で採取ネッ
トワークに侵入する場合、煙は管７１０のみに侵入すると考えられるだろう。なぜなら、
その位置で、他の管には採取口が設けられていないからである。管７０４，７０６，７０
８，７１０に吸引される試料に含まれる粒子を検出する際、粒子検出システムは、管７０
４，７０６，７０８，７１０にわたる検出パターンに基づいて、煙が採取ネットワークに
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侵入する点を決定できる。
【０１７１】
　図７の表は、４つの管にわたって、粒子検出状態について可能性のある組み合わせと、
対応する粒子検出位置とをより複雑に示している。はじめに、便利であるので、名称の付
け方を定義して、示される煙レベルを表す。この目的のため、４つのバイナリビットを用
いて、管７０４，７０６，７０８，７１０のそれぞれについて検出した煙レベルを対応さ
せる。例えば、符号１１１１は、管７０４，７０６，７０８，７１０のそれぞれで吸引さ
れた空気中の、ある閾値レベルでの煙検出に対応する。符号１１００であれば、管７０４
，７０６のそれぞれで吸引された空気中の煙検出を指す。符号１０１０であれば、管７０
４，７０８のそれぞれで吸引された空気中の煙検出を指す。したがって、位置に対応する
アドレスとして、これら４ビット符号を用いることができる。１５個のゼロでない４ビッ
ト数が存在する。したがって、これら１５個の数字を用いて、別々の１５個の位置を区別
できる。図７の表には、１５個のゼロでない二進数が「グレイコードアドレス」列に挙げ
られている。各二進数と並んで、１５個の位置のうちの１つが「位置」列に記載されてい
る。「煙検出」列には、管ごとに指定された閾値レベルで煙が検出されたか否かが示され
ている。
【０１７２】
　各位置にアドレスを割り当てる方法は多数存在する。例えば、幾つかの実施形態で、連
続する１から１５の各位置は、通常の数え方と同様に、順に数える二進数であってもよい
。このスキームに従えば、位置１はアドレス０００１（これは十進数の１を二進数で表し
たものである）を有し、位置２はアドレス００１０（これは十進数の２を二進数で表した
ものである）を有する。このスキームでは、位置１５には、十進数の１５を二進数で表し
たものであるアドレス１１１１が与えられる。
【０１７３】
　しかし、図示した実施形態では、「グレイコード」と称される別のアドレス割り当て方
法を用いている。図示した図７のグレイコードでは、位置１にアドレス０００１が与えら
れ、位置２にアドレス００１１（これは、十進数の３を二進数で表したものに相当する）
が与えられている。位置３には、アドレス００１０（これは、十進数の２を二進数で表し
たものに相当する）が与えられている。このナンバリングの順序には、各二進数表現を考
えるときに特別な性質がある。特に、隣接位置にある各ペアの二進数表現は１ビットずつ
異なる。例えば、位置４のアドレスは０１１０であり、位置５のアドレスは０１１１であ
り、４つめの数字のみが異なる。同様に、位置１１のアドレスは１１１０であり、位置１
２のアドレスは１０１１であり、２つめの数字のみが異なる。
【０１７４】
　アドレスを選択する方法は、検出エラーに影響を与えることがある。特に、グレイコー
ドのスキームを用いた場合、連続する位置が連続する二進数によりアドレス指定されるス
トレート「計数」アドレススキームよりもアドレス指定のエラーに対して強くなるだろう
。これを説明するために、グレイコードによるナンバリングを採用するシステム（図７に
示すような）では、決定した火災の位置が実際の煙の位置に隣接する位置である可能性は
シングルビットエラーの場合には約５０％である。なぜなら、隣接する各位置のアドレス
はシングルビットだけ異なるからである。
【０１７５】
　当業者であれば理解するように、採取口群の選択を慎重に行い、検出器に接続される管
の数を増加させることにより、位置の決定を目的として冗長度が増加する。実際の問題と
して、この冗長度は、例えば複数の採取口で同時に煙が侵入した場合にこれを区別できる
ように導入されてもよい。あるいは、こうしたシステムは、単にエラーに対する復元力を
大きくするものであってもよい。
【０１７６】
　図８と図９は、図１で説明したタイプの吸引型粒子検出システムにアドレス指定能力を
付与する機構を示す２つの実施形態である。



(28) JP 6438399 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

【０１７７】
　図８は、空気採取システム２６に連結された粒子検出器１１を備えた粒子検出システム
８００を示す。空気採取システム２６は採取管２８を有し、採取管２８は５つの採取点２
９を有する。図１に関連して説明したように、粒子検出器１１の吸引装置は採取口２９を
通じて空気試料を吸引する。空気試料は、管２８を通って検出器１１に入って分析される
。この実施形態で、各採取穴２９はバルブ８０２をさらに有する。各バルブ８０２は、各
採取穴２０への流れを個別に調整可能である。バルブは、検出器１１の中央コントローラ
により制御され、検出器１１の制御により開閉するように構成されている。幾つかの実施
形態で、バルブ８０２は、図２８に関連してより詳細に説明する方法で、光の変化を検出
器１１からの信号として読み取ることにより状態を変化させる必要性を検知できる。
【０１７８】
　各採取口２９にバルブ８０２を設けるのは、検出器１１により、システムの採取パラメ
ータの１つを変化させ、対象の粒子がどの採取口２９を通じてシステム８００に侵入した
かを決定するのに役立つからである。検出器１１により対象の粒子を所定の閾値レベルで
初めて検出する際に、検出システム８００は位置決定ルーチンを開始する。このルーチン
では、検出器１１により、バルブ２９が採取パラメータ（この例では、採取口に侵入する
空気の流量）を変化させる。この変化は、基準となる採取口に近い位置にある採取口、ま
たは複数の採取口からなる群において行われてもよい。各流量変化の後、粒子濃度の測定
が新たに行われる。最初の粒子濃度測定と、パラメータを変化させて行う第２の粒子濃度
測定を用いて、対象の粒子がどの採取口を通じて侵入したかを決定できる。
【０１７９】
　これが機能するのは、検出器１１により検出される粒子レベルが各採取口２９での粒子
濃度と試料の流量の加重和だからである。採取口を通る煙レベルや流量を変化させること
により、連立方程式を解いていずれか１つの採取口または採取口群に侵入する粒子レベル
を決定できる。
【０１８０】
　簡単な例を説明するために、煙検出器と、採取口が２つ設けられた管を有する採取ネッ
トワークとを備えた煙検出システムを考える。
【０１８１】
　この例では、全バルブが開いているときに検出される煙レベルは下記の式で与えられる
。
【０１８２】
【数２】

【０１８３】
　ここで、DetectorSmokeAllValvesOpenは煙検出器が検出する全煙である。Smoke1は採取
口１に侵入する試料の煙レベルである。flow1は、採取口１に侵入する試料の流量である
。Smoke2は採取口２に侵入する試料の煙レベルである。flow2は、採取口２に侵入する試
料の流量である。
【０１８４】
　第１の採取口がバルブにより閉じられた場合、検出器に到達する煙の加重和は下記の式
で表される。
【０１８５】
【数３】

【０１８６】
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　この加重和は、flow1=0であること以外は式１と同じである。なぜなら、採取口１のバ
ルブは完全に閉じられているからである。
【０１８７】
　Smoke1についてこれらの式を解いて、採取口１を通じて侵入した煙の量を以下のように
決定できる。
【０１８８】
【数４】

【０１８９】
　したがって、flow1, flow2および流れの変化がわかっていれば、式を解いて採取口１に
侵入した煙レベルを決定できる。この原理は、各採取口２９の位置で流量を決定できる限
りにおいて、バルブ８０２が閉じられたときに、各採取穴を通過する流れが部分的にのみ
制限される場合にも当てはまる。流量を検出するために、システム８００は各採取口２９
の位置にフローセンサ８０４を備えていてもよい。フローセンサ８０４は、超音波フロー
センサのような高感度フローセンサであってもよく、低コストの熱フローセンサであって
もよい（これは当業者に知られるタイプのものである）。
【０１９０】
　幾つかの実施形態で、バルブ８０２は、各採取口を通過する流量を０に低下させず、あ
る割合だけ低下させるに過ぎない。下記の式は、上記例に関連して説明した、穴が２つの
システムにおいて、バルブを用いて各採取穴を通過する流量を元の流量の半分まで低下さ
せる場合に、どのようにして採取口１を通過する煙レベル(Smoke1)を計算できるかを示す
。
【０１９１】
【数５】

【０１９２】
　本発明の更なる実施形態では、採取口を通過する流量を変化させて連立方程式を解く代
わりに、各採取口に侵入する煙レベルを変化させることができる。これは、各採取口２９
を通る流路にフィルタを選択的に介在させることにより達成できる。こうしたシステムの
例を図９Ａと図９Ｂに示している。図９Ａに示すシステム９００は、採取ネットワーク２
６に接続された検出器１１を備える。採取ネットワーク２６は採取管２８を有する。空気
試料は、複数の採取口２９を通じて採取管２８の中に吸引される。さらに、各採取口は選
択式フィルタ構成９０２（図９Ｂにより詳細に示す）を有する。選択式フィルタ構成９０
２の一端には空気試料の吸気口９０４（採取口２９に相当する）が設けられ、他端には排
気口９０６が設けられている。吸気口９０４は外部に開放されている。吸気口９０４によ
り、外部からの空気試料が選択式フィルタ構成９０２内に吸引されるのを可能にする。排
気口９０６は採取管２８に接続されている。選択式フィルタ構成９０２内には２つの流路
があり、一方の流路９０８はフィルタを有さず、他方の流路９１０はフィルタ９１２を有
する。さらに、選択式フィルタ構成９０２はバルブ９１４を有する。バルブ９１４は第１
位置と第２位置との間で移動可能である。第１位置では、フィルタが配置された流路９１
０をバルブ９１４がブロックする。第２位置では、フィルタが配置されていない流路９０
８をバルブ９１４がブロックする。煙がある閾値レベルで最初に検出器１１に検出され、
さらに、検出器が位置検出モード（このモードで、検出器は粒子がどの採取口２９からシ
ステムに侵入したかを決定しようとする）に入った後、バルブ９１４では、第１位置と第
２位置との間で切替えが始まる。第１位置では、吸気口９０４を通じて吸引される粒子が
通過して排気口９０６まで移動し、第２位置では、吸気口９０４に侵入するいずれの粒子
もフィルタ９１２により排気口９０６から外に出る気流から除去される。好ましい形態で
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、フィルタ９１２は、ＨＥＰＡフィルタ、または、気流からほぼ全粒子を除去する他の高
効率フィルタである。
【０１９３】
　採取点２９（この例では選択式フィルタ構成９０２）は、採取点２９に侵入する流量を
測定するフローセンサ９１６を有する。
【０１９４】
　選択式フィルタ構成９０２は、システム９００の流路を介して検出器１１につながるよ
うに構成されてもよい。このような例では、検出器１１が用いる通信プロトコルは、各選
択式フィルタ構成９０２が個々にアドレス指定可能であるように、または、各選択式フィ
ルタ構成が同時に動作するようにプログラム可能であるように、信号を送信する必要があ
る。例示的な通信方法の詳細については、図２８に関連して説明している。
【０１９５】
　第１の例に関連して説明したのと同様の式の組み合わせを、図９Ａと図９Ｂに示すタイ
プのシステムに適用できる。
【０１９６】
　上記のような穴が２つあるシステムについて、全採取口への入力がフィルタリングされ
ていない場合、検出器に到達する煙のレベルは下記の式で表される。
【０１９７】
【数６】

【０１９８】
　ここで、DetectorSmokeAllUnfilteredは、気流がフィルタリングされない場合の、検出
器の位置での煙レベルである。他のすべての項については、式１から式４に関連して説明
した通りである。
【０１９９】
　第１の採取穴の選択式フィルタ構成をフィルタモードへ移行した後、検出器の位置での
煙レベルを表す加重和は下記の式で表される。
【０２００】
【数７】

【０２０１】
　ここで、DetectorSmokeFiltered1は、採取口１が完全にフィルタリングされた場合の検
出器の位置での煙レベルである。
【０２０２】
　これらの式を連立して解くことにより下記の式が得られ、これを基に採取口１に到達す
る煙のレベルを決定できる。
【０２０３】
【数８】

【０２０４】
　この種の位置決定プロセスの信頼性を変化させうる煙レベルの上昇または低下を扱うた
めに、第１状態と第２状態での測定シーケンスを繰返し行うことができ、さらに多くのサ
イクルにわたって平均化された等価な状態で測定を行うことができる。例えば、全バルブ
が開いた状態で第１の測定を行い、続いてパラメータが変化した状態で煙レベルの測定を
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行い、続いて全バルブが開いた状態で等価な初期読み出しを行う。次に、バルブが開いた
状態の２つの測定値を平均し、これを以降の計算に用いることができる。
【０２０５】
　本発明の更なる変形例では、各採取点を通過する流れを抑制する（流量を低下させる）
のでなく、以下のようにして採取点での流量を増加させる。すなわち、バルブを開いて採
取穴を大きくし、流れ抵抗(flow impedance)を低下させ、これにより当該採取点を通じて
吸引されるシステムからの全気流の割合を増大させる。あるいは、各採取点にファンを設
置して駆動させ、ファンを駆動し（または速度を変えて）採取点を通過する流れを既知の
量だけ増加または減少させる。
【０２０６】
　上記実施形態では、単純な２つの吸気口システムを用いて説明が行われている。ただし
、図８と図９Ａに示しているように、システムは３つ以上の採取口を有していることが多
い。こうしたシステムでは、複数の吸気口のそれぞれを通じて個々に走査を行うことがで
きる、また一度に１つの吸気口のみで採取パラメータを変化させることができる。しかし
、全吸気口からなるサブセットが各測定サイクルに適合した採取パラメータを有する（グ
ループ化された）方法において、この変形例を実施することは有用だろう。幾つかの例で
は、差分量ごとに全採取口の採取パラメータを変化させ、各採取口の寄与分を決定できる
。システム内に存在する吸気口の数が多いほど、採取パラメータを変化させかつ粒子濃度
を再度測定し、所要組の方程式を解くための充分なデータを収集するプロセスをより多い
回数実行する必要がある。
【０２０７】
　図８、図９Ａおよび図９Ｂに関連して説明しているコンセプトは、複数の空気吸引経路
から吸引される空気試料中の汚染物質を検出し、汚染レベルをそれぞれ決定する方法に拡
張できる。例えば、この方法は、吸引型の粒子検出器であって、１つの検出器に空気を送
る複数の空気採取管を有する採取ネットワークに連結されたものに適用できる。このとき
、採取システムの各管（または分岐部）の貢献を決定できる。図７では、この種の「管ご
との」位置決定またはアドレス指定を用いるシステムについて説明している。
【０２０８】
　図７の例では、複数管型の空気採取システムにより、一度に１つの管の採取が必要とな
るような汚染物質検出器に試料を送り、どの管を流れる気流に汚染物質が存在するのかを
決定できる。これは、複数の管のうち１つを除いてすべてを封止すると共に、検出器が汚
染レベルを測定する間に１つの管から一度に試料が検出器に侵入するのを可能にすること
により達成できる。複数管型の空気採取ネットワークでは、各管についてこれが繰り返さ
れる。封止された管を気流に対して充分に封止して、開管の汚染レベルの正確な測定値を
得る必要がある。しかし、低コスト（または手頃なコスト）のバルブを用いて完全な封止
を達成するのは非常に難しい。しかし、図８、図９Ａおよび図９Ｂに関連して説明してい
るのと同様の方法を用いることにより、完全な封止の必要性をなくすことができる。
【０２０９】
　図１０Ａは、全体が２つの採取管１０１２，１０１４からなる採取管ネットワーク１０
１１を有する検出システム１０１０を概略的に示す。各採取管１０１２，１０１４により
吸気経路が画定される。２つの吸気経路はマニホールド１０１６に連結されている。マニ
ホールド１０１６は、気流を結合するのに役立つ好適なバッファを有していてもよい。フ
ァン１０１８を用いることにより、検出システム１０１を通じて空気が吸引される。フィ
ルタ１０２２と粒子検出器１０２４が供給される検出器ループ１０２０を通じて、結合し
た気流から副次的な試料が吸引される。気流が検出器ループ１０２０を通過すると、再結
合してメイン流路１０１９となる。システム１０１０の排気口１０２８の前段に、フロー
センサ１０２６が選択的に設けられてもよい。検出システム１０１０は、図１の検出器１
１に対応する。
【０２１０】
　採取管１０１２，１０１４はそれぞれ、バタフライバルブなどのバルブや他種の流れ変
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更部(flow modifier)１０３０，１０３２を有する。さらに、各採取管１０１２，１０１
４は、超音波フローセンサ１０１３，１０１５を有する。
【０２１１】
　バルブ１０３０，１０３２、フローセンサ１０１３，１０１５およびマニホールド１０
１６は、採取ネットワーク１０１１の一部を構成するように図示しているが、検出システ
ム１０１０のハウジング内に配置されてその一部を構成し、本発明の動作が変化しないよ
うにしてもよい。
【０２１２】
　図１０Ｂから図１０Ｄに関連して、本発明による方法について説明する。通常動作で、
各バルブ１０３０，１０３２は、図１０Ｂに示すように充分に開いている。採取された気
流中の汚染物質の所定レベルでの存在を粒子検出器１０２４が検出する場合、本発明によ
る走査方法が実施される。まず、図１０Ｃに示すように第１の採取管１０１２を部分的に
閉じる。この状況で、粒子検出器１０２４は汚染物質（Ｃ１）の測定を行う。さらに、採
取管１０１２，１０１４内で流量（Ｆｍｐ：Ｆは流れ、ｍは測定番号、ｐは管番号である
）が測定される。したがって、フローセンサ１０１３，１０１５について流量の測定値は
それぞれＦ１１、Ｆ１２である。
【０２１３】
　次のステップでは、図１０Ｄに示す位置までバタフライバルブを移動させることにより
、他方の採取管１４が部分的にブロックされる。この状況で、粒子検出器は汚染レベル（
Ｃ２）を測定する。さらに、流量の測定値が取得される（Ｆ２１，Ｆ２２）。
【０２１４】
　汚染物質の量（または複数の管の間での汚染物質の相対的な量）が走査時間中に大きく
は変化しないと仮定すると、管についての個々の汚染物質の測定値は、以下の連立方程式
から計算できる。
Ｃ１＝Ｘ１Ｆ１１／（Ｆ１１＋Ｆ１２）＋Ｘ２Ｆ１２／（Ｆ１１＋Ｆ１２）
Ｃ２＝Ｘ１Ｆ２１／（Ｆ２１＋Ｆ２２）＋Ｘ２Ｆ２２／（Ｆ２１＋Ｆ２２）
【０２１５】
　ここで、Ｘ１は管１での実際の汚染、Ｘ２は管２での実際の汚染である。
【０２１６】
　好都合なことに、本発明の実施形態により、所定の汚染物質について、採取管の封止が
不完全であることにより生じる複数の試料間の間でのクロストークを、バルブを高精度に
動作させること（これはコスト高となる）なしに除去できる。その代わりに、低コストの
バタフライバルブや他種の流れ変更部を用いて、クロストークを充分に除去し、管のアド
レス指定を達成できる。
【０２１７】
　上記の通り、バルブを用いて部分的に管を閉じる代わりに、フィルタを管内に選択的に
介在させて、各管内の汚染レベルを既知の量（好ましくは０）に一時的に低下させ、穴の
アドレス指定のために上記汚染物質レベルを求めるように方法を適合させることができる
。
【０２１８】
　本明細書で説明している種々の実施形態では、検出器での粒子の最初の検出、より具体
的に言うと、採取システムの特定の採取口から到来する煙を受けたことを正確に特定する
試みが、共通のステップとして実施される。特に、一般的に検出が試みられ、採取ネット
ワーク内の動作変化（バルブを開閉する、管ネットワークを清浄な空気で洗浄する、流れ
方向を逆にするなど）の後に特定の採取口に煙が侵入したことを表す事象は、採取管を伝
わる煙の前部(smoke front)の到達である。図１１Ａと図１１Ｂにこのコンセプトを図示
している。
【０２１９】
　図１１Ａは粒子検出システム１１００を示す。粒子検出システム１１００は、検出器１
１０２と採取管ネットワーク１１０４とを備える。採取ネットワーク１１０４は、３つの
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採取口１１０６，１１０８，１１１０を有する。採取口１１０８に隣接して噴煙１１１２
が位置する。例として、採取ネットワーク１１０４内の流れの方向が逆であり、検出器１
１０２が採取穴１１０８からシステム内に侵入する煙の到達時刻を決定しようとする状況
を考える。時刻に対する決定された煙濃度のグラフを図１１Ｂに示す。最初、所定の時間
１０２０に検出されるレベルは低い。これは、検出器に到達する試料流体が、採取口１１
０６から到来する試料流体のみを含むからである。時刻Ｔ１で、煙の増加が検出される。
次の時間１０２２経過して、採取口１１０８からの試料が到達し始めると、検出される煙
レベルは時刻Ｔ２まで上昇する。時刻Ｔ２以降では、検出される煙レベルはほぼ一定であ
る。図１１Ｂのグラフでは、上昇１０２２は煙レベルの上昇には起因せず、採取穴１１０
８に侵入する試料の前の煙のスミアリング(smearing)または拡散に起因する。環境から採
取ネットワークへの粒子の侵入が均一にかつ瞬時に行われた場合、穴１１０８から到来す
る試料が検出器１１に到達する時刻Ｔ１に、検出器１１０２が検出する煙レベルは大幅に
変化するだろう。
【０２２０】
　本発明者らは、煙の前部の拡散に寄与するある範囲の要素が存在すると考えている。こ
れらの要素は、採取システムに含まれる複数の採取口のうちの特定の１つを通じて吸引さ
れる空気試料を含む試料の一部が到来したことを表す。これらのうち最も重要なのは、空
気採取ダクトの断面を横断する流速に勾配が存在することであると考えられる。図１１Ｃ
は、空気採取用ダクト１１３０（例えば管１１０４）の断面図を示す。矢印１１３２は、
ダクト１１３０の中央部の流量がダクトの壁付近の流量よりも大きいことを示す。
【０２２１】
　この考えでは、採取口（例えば符号１１３４）を通じて吸引される試料がダクト１１３
０の中央領域を高速で流れ始めるのにある程度の時間がかかるため、煙の前部が検出器に
到達するときにスミアリングが生じる。しかし、この機構には競合する要素が存在する。
すなわち、試料は最初にダクト内で流れの遅い周縁部に導入され、検出器に到達するのが
遅れる。ただし、時間の経過と共に、試料の一部は流れの速い中央領域に到達し、これに
より検出器までの輸送時間が最小限に抑えられる。
【０２２２】
　本発明者らは、採取ネットワークのダクト内（すなわち、採取ネットワークの管内）に
物理的構造を配置することによりこの問題を改善できることを提案している。本発明者ら
は、第１の解決手段で、試料の流れがより速い領域で試料を搬送するように、管１１３０
の壁１１３１から内方へ（管１１３０の中央部１１３３へ向かって）延びる試料噴射口を
提案する。こうした試料噴射口の３つの例を図１２に示している。
【０２２３】
　図１２では、管１２００の形をとる空気採取システムの一部を構成するダクトを図示し
ている。管１２００は壁１２０２により画定されている。３つの試料噴射口１２０４，１
２０６，１２０８についても図示している。第１の試料噴射口１２０４は、側壁から管１
２００内へ（中央部１２１２へ向かって）延びる短いチューブである。試料噴射口１２０
６は吸気口１２１０と同様の構成を有するが、内側端部１２１４が面取りされている。こ
の端部には、管内の流れに対して下流方向に排気口点１２１６を機能的に形成する効果が
ある。
【０２２４】
　試料噴射口１２０８は、逆Ｌ字型チューブ１２２０の形をとる。チューブ１２２０の吸
気口はダクト１２００の外部にある。チューブ１２２０の排気口１２２２は、下流側に面
すると共に、ダクト１２００の中央部につながっている。これにより、採取口１２０８内
に吸引された試料は、管の最も流速が大きい中央部分に注入される。これら３つの例には
、採取口を通じて吸引される試料のスミアリングを最小化するために、管内の中央領域の
流れを速くすることができるという利点がある。
【０２２５】
　この噴射法の変形例を図１３Ａから図１３Ｄに示す。これらの例で用いられている構造
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では、採取システムのダクト内に乱流を作り出して、採取ダクト内の層流を妨げ、これに
より図１１Ｃに示すタイプの流れ勾配を最小化している。図１３Ａから図１３Ｄは、それ
ぞれダクト１３００，１３１０，１３２０，１３３０の一部を示す。
【０２２６】
　図１３Ａでは、ダクト１３００の内壁１３０２がタービュレータとして用いられている
。壁１３０２は粗くされ、または、外形や質感がリブ状、ライン状、ボス状などとされて
、交差する方向の流れを妨げる粗い表面が形成される。
【０２２７】
　図１３Ｂでは、タービュレータは、管の壁１３１０から内方に延びた乱流生成突起部１
３１２（連続して複数個設けられている）であり、管１３１０内の層流を妨げるように用
いられる。
【０２２８】
　図１３Ｃは、複数の乱流生成部材が管１３２０の全幅に広がる例を示す。この例では、
タービュレータが目の荒いメッシュ(open mesh)エレメント１３２２の形をとる。このエ
レメント１３２２が有する穴は、時間の経過と共に詰まることはなく、管１３２０内に乱
流を生成するようなサイズを有する。当業者が理解するように、採取ダクトの内側に広が
るタービュレータであればあらゆる形状のものを用いることができる。
【０２２９】
　図１３Ｄは、移動式の乱流生成エレメント１３３２が管１３３０の内側に配置された例
を示す。この例では、一組のファン１３３４，１３３６が管１３３０内に支持されている
。ファンは、能動的に駆動されてもよいし受動的に回転してもよいが、気流が通過すると
きに、空気を攪拌し、または乱流を生成する機能を有する。
【０２３０】
　この例では、説明しやすいことから、採取口に隣接するダクト領域内に乱流生成構造が
ある構成について説明したが、このようにすべき特別な理由はなく、乱流生成構造は採取
口から離れた位置に配置されてもよい。
【０２３１】
　上記４つの例からわかるように、乱流生成構造を設ける目的は、採取口から侵入する空
気が空気採取ダクトに沿って検出器まで（「塊」(packet)のように）移動するような（採
取ダクトに対して交差する方向の）流れプロファイルをなくす（一部が他の部分に比べて
高速（または低速）で移動し、これにより検出器の位置で試料の前部が到達したときにス
ミアリングが生じるのでなく）ことである。
【０２３２】
　あるいは、または上記技術に加えて、本発明者らは以下のことを見出した。すなわち、
採取ネットワーク内に吸引される空気試料に与える希釈の影響を少なくとも部分的に改善
することにより、複数の採取口のうちどの採取口から煙が侵入するかを検出する性能がさ
らに改善する。図１１Ａに示すタイプの粒子検出システムを考える。こうしたシステムで
は、採取管１１０８内に吸引される空気試料は、採取管１１０４内に吸引され、採取点１
１１０から吸引される試料と混合されて希釈される。同様に、採取口１１０６から吸引さ
れる空気試料は、上流側に位置する全採取口から吸引される試料により希釈される。した
がって、検出される実際の粒子濃度は、空気試料が検出器１１０２の位置に到達するまで
に、粒子が採取ネットワークに侵入した特定の採取口を包囲する大気内の試料濃度と比較
して大きく希釈される。本発明者らは、本明細書で説明しているシステムに対してある変
更を行うことによりこの問題を改善できることを見出した。ある変更とはすなわち、採取
管内に吸引される試料濃度を増加させ、この採取点を包囲する大気内の実際の粒子濃度を
より緊密に反映させる、かつ／または、更なる希釈を最小にしつつ、検出器まで試料を搬
送する機構を設けることである。
【０２３３】
　図１４は、こうした技術を実行する第１の例示的なシステム１４００を示す。このシス
テムは、検出器１１と空気採取ネットワーク２６とを備える。空気採取ネットワーク２６
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は、遠位端に５つの採取口２９が設けられた空気採取管２８を有する。検出システム１４
００は、駆動手段１４０６により駆動され、ベローズ（蛇腹）１４０４の形をとる試料増
幅構成を備える。ベローズ１４０４は、以下で説明する方法で、採取管ネットワークに沿
って（または採取管ネットワークから）空気を吹き出しまたは吸い込む機能を実行する。
当業者に理解されるように、ベローズ構造に代えて広範囲のシステムを用いることができ
る。例えば、往復式空気圧ピストン、可逆ファンまたは可逆ポンプなどの空気移動型デバ
イスをベローズ１４０４の代わりに用いることができる。
【０２３４】
　次に、システム１４００の動作について説明する。最初に、粒子が閾値レベルで検出器
１１により検出されると、システム１４００は、システム内の粒子の位置を決定する位置
決定モードに入る。このモードでは、第１の空気移動システム（例えば検出器１１の吸引
装置１６）が停止し、システムは試料増幅フェーズに入って、コントローラが通信チャネ
ル１４０８を介してベローズ１４０４の駆動デバイス１４０６と通信する。ファンが停止
した状態で、あるいは、採取ネットワーク２６の検出器側端部に位置するバルブが閉じた
状態で、採取管２８は一定の体積の空気を含む。使用時には、ベローズ１４０４を用いて
採取管ネットワーク２６内に含まれる空気の体積を増減させる。ベローズが膨張すると、
体積が増加して更なる試料流体が各採取口２９内へ吸引される。ベローズが収縮すると、
採取ネットワーク２６内の空気の一部が採取口２９から排出される。採取管ネットワーク
内の空気の体積を膨張・収縮させることにより、空気が繰り返し各採取口を出入りし、採
取管２８内で局在化した試料部分が生成して各採取口が包囲される。これにより、連続的
に試料が吸引および希釈される場合に比べて、各採取口２９に隣接する環境における対象
の粒子のレベルがより緊密に反映される。
【０２３５】
　複数の採取口２９のうちの１つで、採取口に吸引される空気試料が採取管ネットワーク
に侵入し、管２８内の流れと混合される状況を考える。管内２８内で採取口の後方を流れ
る空気により、試料は、上流側の全採取口から吸引される試料により希釈される。管２８
の検出器側端部でバルブ１４１０を閉じることにより、あるいは、検出器１１の吸引装置
を停止させることにより管２８内の流れが停止した場合、ベローズ１４０４が収縮して、
空気が採取管２９に沿って押し出す力を受けると、採取点２９を包囲する採取管２８内の
空気の一部が採取点２９から排出される。しかし、各採取点から排出される空気は、上流
側の採取点からの希釈試料を含む。ベローズ１４０４を膨張させることにより、管ネット
ワーク２８が再度吸引され、更なる空気試料が各採取点内へ吸引される。また、採取点に
隣接する採取管内に既に存在する流体により試料は希釈されているが、この希釈空気の一
部は、対象の採取点内にそれ以前に吸引された空気試料である。それゆえ、第２の採取後
の全濃度は、第１の採取に比べて増加する。採取口を介して排出と採取のサイクルを繰り
返すと、採取口を包囲する試料の一部における管２８内の空気の割合は増加し始め、その
粒子レベルは、採取口を包囲する大気の粒子レベルに近づき始める。この方法を用いて、
採取管２９内に別々の試料部分が形成される。これは、詳しくは、採取口を包囲する環境
を示す。希釈度が低下するので、煙（すなわち、煙の前部）レベルの上昇開始を検出して
採取ネットワークに沿った粒子の侵入位置を決定することに基づいて上記方法を改善でき
る。試料増幅フェーズが終了すると、システムは輸送フェーズに入って、比較的局所化し
た試料の塊を含む採取空気を分析のために検出器まで移動させる。
【０２３６】
　図１４Ａから図１４Ｅは、振動膜（例えばスピーカ）を用いて試料増幅を行う例示的な
システムを示す。システム１４２０は、空気採取ネットワーク２６に連結された粒子検出
器１１を備える。空気採取ネットワーク２６は、複数の空気採取管２９が設けられた採取
管２８を有する。空気採取ネットワークは、試料増幅構成１４２２と吸引装置１４２４を
介して検出器に連結されている。吸引装置１４２４は、以下でより詳細に説明する方法で
、採取ネットワーク内に試料を吸引すると共に、分析のために試料を検出器１１まで送る
ように動作する。試料増幅構成１４２２は、以下の点で図１４のベローズと同様の動作を
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行う。すなわち、試料増幅構成１４２２により、空気採取システムにおける流れ方向の周
期的な変化が、各採取口２９を包囲する領域にある空気と、採取管２８内の空気との混合
を促進する。この例で、試料増幅構成１４２２は、ハウジング１４２８内に設けられてア
クチュエータにより前後に往復運動するよう駆動される膜１４２６を有する。アクチュエ
ータと膜は、拡声器（スピーカ）により構成されてもよい。好ましくは、膜は音速以下の
周波数（好ましくは２Ｈｚから１０Ｈｚ）で振動する。
【０２３７】
　通常動作で、吸引装置１４２４は、試料輸送時間の要求を充分に満たす第１速度設定で
動作し、空気試料を検出器１１まで吸引する。試料の流れにおいて粒子が検出されると、
システム１４２０は位置検出モードに入り、試料増幅フェーズから開始する。このフェー
ズでは、図１４Ａに示すように、ファンは低速動作を開始し試料増幅構成１４２２が駆動
される。膜１４２６は、振動して管２８内の空気を攪拌し、各採取口２９に侵入する周囲
の空気と混合させる。ファンは低速で動作しているので、混合された空気試料の粒子濃度
は、採取ネットワーク２６を包囲する空気中の実際の粒子濃度に充分に近づき、この空気
試料が各採取口２９に侵入すると共に、各採取口の下流側に空気の塊をゆっくり形成する
。図１４Ｂから図１４Ｄでは、ファン１４２４が低速動作して攪拌が継続し、試料の塊１
４３０が形成される。
【０２３８】
　図１４Ｅでは、システム１０が輸送フェーズに入る。このモードでは、ファン１４２４
の速度が増加し、膜１４２６の動作が停止する。次に、ファンを高速モードで動作させつ
つ、試料の塊（例えば符号１４３０）を検出器１２まで吸引する。上記の通り、種々の技
術（例えば、採取口をブロックする、管の端を開口する）を用いて試料塊の混合またはス
ミアリングの程度を最小化し、これにより用いる位置決定技術の信頼性を向上させること
ができる。図１５は、システム１５００の第２の実施形態を示す。システム１５００は、
図１４に関連して説明した方法と同様の方法を実施するものである。
【０２３９】
　図１５では、図１４および既に説明した実施形態と同様の構成には同一の符号を付して
おり、簡略化するために再度の説明を省略している。この例では、採取ネットワーク２６
の近位端１５０２にファン１５０４とバルブ１５０６が設けられている。選択的に、採取
管２８の（検出器１１に最も近い）端部１５０８に、第２のバルブ１５１０が追加的に設
けられてもよい。この例では、検出器１１が通常動作を行う間、バルブ１５０６は常時閉
じ、バルブ１５１０は開いている。しかし、検出器が位置決定モードに入ると、バルブ１
５１０，１５０６の位置が変わり、バルブ１５１０は閉じてバルブ１５０６は開く。次に
、ファン１５０４を用いて、図１４のベローズ１４０４と同じ機能が実行される。これに
関して、ファン１５０４は、採取点２９から採取管２６の内容物を幾らか吹き出すために
、または、上記の通り採取点２９内に試料を吸引するために用いられる。この試料の吸込
みと吐出しの周期的な変化は、粒子検出器１１の第１の吸引装置により実施できる。しか
し、採取管ネットワーク２８の遠位端にファン１５０４を配置することにより、以下の効
果を高めることができる。すなわち、このプロセスの最後に、検出器１１の吸引装置を用
いて空気試料を採取管２８に吸い込むのでなく、ファン１５０４を用いて採取管１２６の
中身を検出器１１まで押し込むことができる。採取管２８の端部で送風機１５０４を用い
る利点は、採取管２８が正の圧力を受け、これにより、輸送フェーズ中に、採取点２９を
包囲する環境から追加の空気試料が全く吸引されないことである。このように、各採取口
２９に対応する試料空気の塊／部分を含む比較的希釈度の低い採取空気柱が検出器１１に
搬送されて、振動プロセスにより形成される試料の「塊」を検出器１１により区別して検
出できるようになっている。試料増幅中の試料の吸込みと吐出しの周期的な変化は、粒子
検出器１１の第１の吸引装置とファン１５０４とを用いることにより実施できる。例えば
、両ファンは、同期して動作するように、すなわち、一方向に、続いて他の方向に空気を
移動させ、各採取穴の周りに局在化した試料をより混合するように設定されてもよい。あ
るいは、ファンは、管２６の各端部を交互に吸引して、管に沿って一方向に試料を吸引す
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るように設定されてもよい。したがって、管２６の一端からの試料の流れの中で蛇腹状の
プッシュプル機構を用いるのでなく、管の両端からのプッシュプル機構が用いられる。引
っ張り式でない端部では、バルブを閉じて（または部分的に閉じて）管２６の端部に侵入
する試料の流量を制御できる。好都合なことに、この機構により、システムはベローズの
動作による濃縮効果を向上させる。また、この機構により、採取口の上流側と下流側の両
方に試料の塊が形成される。また、濃度が上昇する影響により、このシステムは、一端側
で動作するシステムと比較して、任意の濃度上昇または混合度の上昇について流れの振動
サイクルの数を低下させることができる。また、このスキームにより、火災が検出器に近
い側での生じた場合に塊の濃度がより高くなる影響が平均化される（場合によって無効に
される）。図１８と図１９に関連して説明するように、両端を同じ形態とした流れ変更部
を用いて、試料増幅を選択的に行うことができる。
【０２４０】
　図１５のシステムの変形例として、さらに図１５Ｂに示すものがある。この例で、粒子
検出システム１３５０は図１５の空気採取システムと同様の空気採取システムを備えてお
り、同様の構成には同じ符号を付している。さらに、このシステム１５２０は、２つの分
岐管１５２２，１５２４を備える。これらにより、更なる動作モードが実現する。第１の
分岐部１５２２は、管ネットワークの下流側端部であって、理想的には検出器１１への入
口と、最近接した採取点２９との間の位置に設けられている。
　分岐管１５２２は、
　以下の方法で採取システム内をパージする（清浄化する）ために用いることが可能なフ
ァン１５２６と、
　ファン１５２６により搬送されるパージ用空気を清浄にするために用いられるフィルタ
１５２８（例えばＨＥＰＡフィルタなど）と、
　分岐部１５２２を（必要に応じて）選択的に開閉するバルブ１５３０とを有する。
【０２４１】
　第２の分岐管１５２４は、バルブ１５３２を有し、以下で説明するようにパージ中に採
取管２８からの排気部として用いられる。
【０２４２】
　システム１５２０は、検出モードにおいて図１５のシステムと同じように動作する。す
なわち、検出器１１のメイン吸引装置が、採取口２９を通じて、分析のために採取管２８
に沿って検出器１１まで空気試料を吸引する。検出モードでは、バルブ１５３０，１５３
２．１５０２は閉じられており、採取口２９に関係のない空気がシステム内に吸引されて
空気試料を希釈するのを妨げる。バルブ１５１０は開いている。
【０２４３】
　粒子が充分に検出されると、システム１５２０は位置検出モードに入って以下のステッ
プを実行する。
【０２４４】
　バルブ１５１０が閉じて、メイン検出器１１のファンが採取管２８への空気の吸引を停
止する。
【０２４５】
　バルブ１５３０，１５３２（バルブ１５０２でもよい）を用いて採取管２８からの試料
空気のパージが実現する。
【０２４６】
　ファン１５２６が駆動され、フィルタ１５２８を通じて空気が分岐部１５２２内に吸引
される。空気は清浄化されて採取管２８内に入る。この清浄化された空気により、管２８
内がパージされて粒子を含む空気が追い出され、清浄化な空気に置き換えられる。
【０２４７】
　バルブ１５３０，１５３２，１５０２が閉じられ、バルブ１５１０が開かれ、そして、
主な検出器１１のファンを用いて新しい空気試料が採取口２９内まで吸引される。このプ
ロセスは、短い時間（例えば５秒から２０秒）、あるいは、隣接する採取口２９内に吸引
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される空気試料の混合を避けるようにできるだけ長い時間をかけて行われる。この方法で
は、管２８内で粒子を含む空気の塊が大きくなる。このステップは、本明細書で説明して
いる種々の濃縮技術のうちの１つを実施することにより説明できるところ、この実施形態
では、このように複雑にせずに充分な感度を達成できる。上記の通り、プッシャファン１
５０４を用いることにより、比較的希釈されていない採取空気柱の検出器１１までの搬送
が助勢される。これにより、幾つかの実施形態では、増幅段階の必要性がなくなることが
ある。
【０２４８】
　次に、検出器は輸送フェーズに入り、メイン検出器１１の吸引装置が作動停止しバルブ
１５０２が開く。バルブ１５１０は開いたままである。
【０２４９】
　プッシャファン１５０４が作動して、試料空気の塊は分析のために管２８内に押し出さ
れる。
【０２５０】
　空気試料が分析され、体積に対する粒子の存在（または他の技術）を用いて、どの吸気
口２９を通じて粒子がシステムに侵入したかが決定される。この例で、位置決定フェーズ
での試料空気の分析は、第２の粒子検出器１５３４により実施される。この検出器の応答
は、検出器１１と比べて速い。
【０２５１】
　この検出器１５３４は、検出器１１ほど感度が高くなくてもよく、出力は安定していな
くてもよい。しかし、粒子レベルが増加しそうなとき（例えば、火災がより激しくなって
）には、位置検出プロセスを実施する際に、感度や正確度に対して検出速度を優先させて
もよい。さらに、空気試料は直列に並んだ両検出器を通過するので、実際の粒子濃度のデ
ータは、やはりメイン粒子検出器１１により得ることができる。
【０２５２】
　メイン検出器１１と高速検出器１５３４は、同じ粒子検出器の一部（例えば１つのデバ
イス内に設けられた２つの粒子検出チャンバ）であってもよいし、例えば直列配置された
種々のデバイスであってもよい。さらに、メイン検出器１１は単独で用いられてもよい。
この場合、メイン検出器１１は、選択的に、通常の検出モードと比べて応答速度が向上し
た高速モードで動作するように構成されてもよい。これは、検出器１１のソフトウェアパ
ラメータを一時的に変化させることにより（例えば、粒子濃度レベルを平均化する期間の
閾値（下限）を低下させることにより）、あるいは検出チャンバの出力データなどを受信
すると共に応答速度が最適化される第２のデータ処理経路を駆動することにより達成でき
る。
【０２５３】
　上記説明から明らかなように、分岐部１５２２，１５２４とそれらのコンポーネント、
および応答が高速な検出器１５３４が、図１５のシステム１５００に対して選択的に追加
される。上記方法を実行するために図１５のシステム以外に必要なのは、管ネットワーク
２６にパージ用空気を搬送する機構と、パージモードから出入りするようにシステムのバ
ルブを制御する機構だけである。
【０２５４】
　図１６は、上記振動方法を実行するシステムと、希釈度が低下し、濃度が上昇した最終
の空気試料を検出器に搬送する機構の更なる例を示す。システム１６００は、検出器と、
図１４と図１５に関連して説明した採取管ネットワーク２６とを備えている。図１４およ
び図１５と同様の構成には同じ参照符号を付している。この例では、試料の吸込みと吐出
しとを周期的に変化させるプロセスが、検出器１１の第１の吸引装置により実行される。
採取ネットワーク２６には、最終の採取口２９の上流側に位置するバルブ１６０２が追加
的に設けられる。上記の通り試料濃度が上昇した後、検出器１１のメイン吸引装置を用い
て、連絡チャネル１６０４により検出器１１のコントローラに連結されたバルブ１６０２
が開かれる。バルブ１６０２は、採取ネットワークの端部を大気に開放するように構成さ
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れている。これにより、バルブ１６０２は、どの採取口２９よりも流れ抵抗が充分に小さ
い開管に接近する。次に、検出器１１の吸引装置が採取ネットワークの吸引を行うとき、
空気は採取管２８の端部内へ優先的に吸引され、すでに管２８内にある試料の塊は、検出
器１１に沿って吸引される。開管の端部の流れ抵抗は小さいので、各採取口２９内に吸引
される空気のレベルは大きく低下する。これにより、検出器１１まで搬送されるときに試
料の希釈度が大きく低下する。バルブ１６０２が開いたときに採取口２９内へ吸引される
空気の量が低下する傾向により、他の採取穴の位置（または近い位置）での環境における
煙により試料の塊の改善の度合いが低下する。バルブ１６０２が開いたときに採取穴２９
内へ入る流れの低下により、煙発生源の位置の計算において採取穴での流れへの依存度が
低下する。上記の通り、システムは、位置決定フェーズに入ったときに採取ネットワーク
を通じて吸引された空気の量に基づいて、最初にどの穴から試料の塊が到達したかを決定
するように訓練される。しかし、採取穴は時間と共に変化するようにブロックできるので
、最初のトレーニングに基づく体積または時間の測定値の信頼性は、時間と共に変化する
だろう。バルブ１６０２を開くことにより、採取管２８において採取口２９が与える影響
は小さくなり、その結果、採取口２９の特異的な(differential)ブロックによる影響はシ
ステムの寿命にわたって低下するだろう。最終的に、バルブ１６０２を開くことにより流
れ抵抗が低下して、輸送フェーズは管の端が閉じているとき（１１０秒）よりも速く（例
えば１００ｍの管について５０Ｌ／分で４０秒）なる。
【０２５５】
　幾つかの実施形態では、最終の採取口２９の向こう側にある採取ネットワーク２８のバ
ルブ１６０２には、フィルタ（例えば吸引される空気が通過するＨＥＰＡフィルタ）を設
けることができる。これは、最終の採取口２９から到来する試料の塊が、管の端部に吸引
される空気（対象の粒子、更にはほこりを含む可能性がある）において突出するのに役立
つ。ＨＥＰＡフィルタをプッシャファンと併せて用い、システムにおいてバルブ１６０２
とファンを好適に動作させることにより、図１５に関連して説明したのと同様のパージフ
ェーズが実行される。
【０２５６】
　本明細書で説明している例では、各採取口２０にバルブを追加的に適用して、管の端部
に適用される流れ制御機構（例えばベローズ、ファン、バルブおよび等価な構造）の効果
をさらに高めることができる。例えば、各採取口２９には、管の端部に設けられた流量制
御システムに合わせて制御されるバルブを設け、性能を最適化することができる。
【０２５７】
　図２０Ａと図２０Ｂは、本発明の２つの実施形態であって、上記実施形態の幾つかと比
較して特に好都合なセットアップを与えるものを示している。これらの実施形態は、それ
ぞれ図１４のシステムと図１５のシステムと同等の方法で用いることができる。図２０Ａ
、図２０Ｂでは、図１４、図１５と同様の構成には同じ符号を付している。
【０２５８】
　図２０Ａのシステム２０１０は、採取管部２０１２の上流側端部に接続されたリターン
部２００２が空気採取管２８に設けられた点で、図１４の実施形態と異なる。これにより
、採取ネットワーク２６の遠位端１４０２が検出器に近い位置まで戻ってくる。この例で
は、ベローズ１４０４とこれに関連する駆動手段１４０６（バルブ１５１０と連動する）
が、共通モジュール２００４内に搭載されている。好ましくは、当該モジュールは、機械
的にかつ電気的に検出器１１に接続される。同様に、図２０Ｂのシステム２０００は、採
取管部２０１２の上流側端部に接続されたリターン管部２００２が空気採取管２８に設け
られた点で、図１５の実施形態と異なる。これにより、採取ネットワーク２６の遠位端１
５０２は検出器に近い位置にある。その結果、バルブ１５０６，１５１０と連動するファ
ン１５０４を共通モジュール２００４内に一緒に搭載できる。
【０２５９】
　位置決定モジュール（例えばモジュール２００４）を用いて、本明細書で説明している
本発明のいずれかの実施形態を好都合な方法で実行できる。こうしたモジュールは、当初
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位置決定を行うことを意図していなかった検出器システムに組み込むこともできるし、選
択的なアドオンモジュールとして設けて、新規装置の購入者にこれらの特徴を有する検出
器を購入するか否かの選択肢を与えるようにすることもできる。
　例えば、
　バルブ１５３２を有する分岐部１５２４と、
　バルブ１５０６およびプッシャファン１５０４と、
　ファン１５２６，１５２８を有する分岐部１５２２およびバルブ１５１０と連動するバ
ルブ１５３０と、を収容することにより、図１５Ｂのシステムを実装するモジュールを設
けることができる。
【０２６０】
　同様に、バルブ１６０２と（必要に応じて）ＨＥＰＡフィルタとを同じモジュール内に
収容できる。
【０２６１】
　これらの実施形態では、管ネットワークについて管を余分に長くして、検出器１１の近
くまでループさせて戻す必要があるが、これにより以下のような利点がある。すなわち、
採取管ネットワーク２６の上流側端部１４０２／１５０２に搭載されたシステムのコンポ
ーネントに対する電力供給、制御を行う電力供給用、電気通信用のラインを検出器１１か
ら離れた位置まで延ばす必要がない。これにより、システムの実装を容易にすることがで
きる。さらに、試運転や試験が容易になる。なぜなら、複雑な複数のコンポーネントが容
易に１つの位置に設けられるからである。
【０２６２】
　図８、図９Ａ、図９Ｂ、図１４から図２０Ｂに示す実施形態では、説明しているシステ
ムの種々のコンポーネントは、検出器１１、または、図示している粒子検出システムの他
の制御コンポーネントと通信する必要がある。上記の実施形態では、通常、通信は、配線
で接続された通信チャネルを用いて、あるいは選択的に無線（例えばラジオ）通信チャネ
ル（例えば図１４に示す通信リンク）を介して行われる。本発明者らが見出したところで
は、配線された通信経路が存在する必要はないが、検出器（または他の制御部）とシステ
ムにおける別のコンポーネント（またはアクセサリ）との間の通信に、検出システムを通
る空気流路を用いることができる。
【０２６３】
　多くの実施形態で、アクセサリは流れ制御デバイスを有する。流れデバイスの例は、バ
ルブ、ファン、フィルタ、または、システムの他のエレメントであって、本明細書で説明
している位置決定技術の実施に参加するものである。例えば、アクセサリは、図１５の例
で用いたようなバルブ１５０２および／またはファン１５０４を有することができる。バ
ルブの形をとる例示的なアクセサリの詳細を図２８に示す。
【０２６４】
　アクセサリ２８００は、採取管２８の一部に取り付けられており、採取管２８内の空気
流路２８０２に出入りできる。アクセサリ２８００は、空気流路２８０２内の状態（例え
ば流れの速度、方向および／または圧力）を検出するように用いられる１つ以上のセンサ
２８０４を有する。センサ２８０４は、コントローラ２８０６に接続され、センサが検出
した状態を示す出力信号をコントローラに送信する。コントローラ２８０６は、受信した
検出信号を処理し、必要に応じてアクセサリの動作を制御する。
【０２６５】
　この例では、アクセサリ２８００は、コントローラ２８０６の制御により選択的に開閉
するバルブ２８０８を有する。アクセサリ２８００には、好ましくは、配線により電力供
給を行うのでなく（これも可能であるが）、バッテリ２８１０により電力供給し、アクセ
サリについての配線要求および設置要求を低下させる。
【０２６６】
　使用時、アクセサリ２８００により、センサ２８０４を用いて空気採取管２８内の気流
の変化を検出することにより、第１の粒子検出器の現在の状態が検出される。コントロー
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ラ２８０６は気流２８０２の変化を検出システムからの通信として読み取り、これに応じ
てこの例について検出システムがどの動作を行うべきかを決定する。
【０２６７】
　例えば、本明細書で説明している位置決定技術では、位置決定フェーズは、検出器１１
のメイン吸引装置の動作を一時的に停止させ、低速動作させ、または方向を変えることに
より、あるいは、システムの検出器側端部で１つ以上のバルブの状態を変えることにより
開始できる。これにより、採取管２８内の気流２８０２が変化する。気流の変化は、管２
８内の気流の速度と圧力の変化として検出器２８０４により検出される。この変化は、検
出器１１からの制御信号としてコントローラ２８０６に読み取られ、検出された流れパタ
ーンの変化に応答して好適な制御ステップが開始される。例えば、気流２８０２の停止を
検出することにより、検出システムが位置決定モードに入ったこと、バルブ２８０８を開
く必要があることを示す信号がコントローラ２８０６に送られる。あるいは、空気流路２
８０２を通じた制御信号の検出時に、より複雑な動作を実行してもよい。例えば、アクセ
サリ２８００は、システムが位置決定モードに入ったことを検出したときに、その位置決
定モードにおいて位置決定ルーチンを実行する。このルーチンによれば、例えば、アクセ
サリは第１時間だけ第１状態で動作し、続いて第２時間だけ第２条件で動作する。より具
体的に言うと、バルブ２８０２は、粒子検出システムの他のエレメントが試料増幅ルート
ンを実行している状態で、所定時間（例えば１分）閉じた状態を維持するように制御され
てもよい。所定時間経過後、コントローラにより、バルブ２８０８が開いて、検出器が位
置決定プロセスの「輸送フェーズ」で動作し、濃度が増した試料「塊」の検出器１１への
搬送（分析のために）を可能にするようにしてもよい。
【０２６８】
　位置決定プロセスが試料増幅を行うための流れの周期的な変化を含む場合、センサ２８
０４は振動を検出でき、コントローラはこれに応答し、バルブまたは他の流れ制御構造を
好適な動作状態に確実に設定できる。
【０２６９】
　検出システムを用いて気流の一時的な変化のパターンを作り出すことにより、アクセサ
リに対する制御メッセージをコード化でき、あるいは、独立した制御を必要とする複数の
アクセサリを有するシステムにおいて特定のアクセサリ（例えば、図８と図９Ａに示すバ
ルブ８０２，９０２）のアドレス指定を行うことができる。
【０２７０】
　例えば音波パルスなどの利用により他の方法で通信する検出器システムの空気採取シス
テム２６内で空気流路を用いるように動作原理が拡張される。こうした実施形態では、明
らかに、これらの通信信号を検出するために、好適な音響変換器の形をとるセンサが必要
とされる。
【０２７１】
　図２９は、粒子検出器１１、位置決定モジュール２００４、採取管ネットワーク２６、
および、図２８に関連して説明したものと同じアクセサリ２９０２を備えた粒子検出シス
テム２９００を示す。採取管ネットワーク２６は、長さ方向に沿って互いに隔てて複数の
採取口２９が設けられた採取管２８を有する。位置決定モジュール２００４は、位置決定
プロセスにおいて試料増幅構成として機能する往復ピストン２９０４を有する。
【０２７２】
　この例で、アクセサリ２９００は、採取管２８内でシステムの状態を示す信号を検出す
る（アクセサリの）センサ（図示しないフローセンサと圧力センサ）に応答して（アクセ
サリの）コントローラにより制御されるファン２９０８とバルブ２９１０とを有する。
【０２７３】
　アクセサリは、通常の検出モードで試料が採取口２９を通じて吸引されるように閉じら
れるバルブ２９１０を有する。検出器１１が所定のレベルで粒子を検出した場合、検出器
１１は位置決定モードに入る。位置決定モードでは、最初に、メイン吸引装置が逆の動作
を行って空気が採取管２８から吐き出されるパージフェーズが行われる。これにより、採
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取管内の圧力（それまではわずかに負圧であった）が増加する。これは、アクセサリ２９
００のセンサにより検出され、アクセサリのコントローラにより位置決定モードが開始し
たことを示す信号として解釈される。次に、コントローラはバルブを開いて、採取口でな
く管２８の端部を通じて空気が大気に排出されるようにする。
【０２７４】
　この流れにより、管の圧力と流量の低下がアクセサリ２９００のセンサにより検出され
ると、これが信号として解釈されてバルブ２９１０が閉じられる。
【０２７５】
　次に、位置決定モジュール２００４は、ピストンを用いて採取管内の試料の流れを上記
方法で変動させることにより、試料増幅を行う。アクセサリ２９００のセンサは、流れお
よび／または圧力の変動を検出し、プロセッサがこれを信号として読み取って、試料増幅
の間、バルブ２９１０を閉じた状態にする。
【０２７６】
　振動フェーズの停止を検出すると、アクセサリ２９００は、これを輸送フェーズが開始
したという指示として読み取り、バルブ２９１０を開き、プッシャファン２９０８を駆動
して分析のために検出器１８まで試料を移動させる。
【０２７７】
　輸送フェーズは、アクセサリ２９００が位置決定モジュールの検出器または位置決定モ
ジュールにより流れ変化が検出されたときに停止される。例えば、検出器１１のメイン吸
引装置を一時的に停止させ、低速動作させ、または逆向きに動作させ、バルブを閉じ、圧
力変化を生じさせ、輸送フェーズの終わりにアクセサリ２９００へ信号が送信される。プ
ッシャファン２９０８を有する実施形態では、プッシャファンを動作させることにより、
空気流路を介した検出器からの信号の受信において信頼性が低下する場合、輸送フェーズ
を所定時間続けてもよい。
【０２７８】
　輸送フェーズの終わりに、アクセサリはバルブ２９１０を閉じ、システムは通常の検出
動作に戻る。
【０２７９】
　図２１は、本発明の態様の更なる実施形態を示す。この実施形態は、図２０Ａと図２０
Ｂの実施形態と同様の実施形態で与えられる一組の管部分が存在することを利用する。粒
子検出システム２１００では、図２０および図２０Ａのシステムと同様に、管ネットワー
ク２６に沿った採取口の配置が位置決定プロセスに役立つように調節されている。これに
関して、本明細書で説明している位置決定技術を実施する際、隣接する複数のアドレスを
解明する能力についての問題が生じる。すなわち、複数の採取口が採取管において互いに
非常に近接している場合、ある採取口から到来する空気試料が終了し、次の採取口から到
来する空気試料が開始する時点を検出するのが非常に困難である可能性がある。本実施形
態および図２２、図２３の実施形態では、複数の採取点が最小間隔よりは大きく隔てられ
るように採取点に沿った採取口の位置を調節することにより、試料を解明する能力が改善
する。粒子検出器１１、位置決定モジュール２００４および採取管ネットワーク２６を備
えた粒子検出システムを示す図２１に戻る。この採取管ネットワークは、長さ方向に沿っ
て互いに隔てて採取口２９が設けられた採取管２８を有する。図２０Ａ、図２０Ｂと同様
に、採取管はループ構成を有し、または同様の経路に従う２つの管部分を有する（例えば
２つの管２８Ａ，２８Ｂが平行に、または隣り合わせて延びる）。しかし、図２０Ａ、図
２０Ｂの実施形態とは対称的に、システム２１００の採取口２９は、管部分２８ａ，２８
ｂの両方に沿って互いに隔てて配置されている。これにより、上流側の管２８ｂは、単に
、管部分２８Ａの上流側端部を位置決定モジュール２００４に接続しやすくするようには
設けられない。複数の採取口２９の幾つかは、上流側の管部分２８Ｂに沿って配置され、
また残りの採取口のうち幾つかは、下流側の管部分２８Ａ上に配置される。上流側の管部
分２８Ｂに沿って配置された採取口２９を下流側の管部分２８Ａ上に配置された採取口で
挟むことにより、採取管２８は隣接する領域Ｒ１からＲ８を往来するので、採取口間隔を
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増加させることができる。幾つかの実施形態で、採取管２８は、監視される領域Ｒ１～Ｒ
８を通って延び、採取口は、採取管に直接に連結されてもよい。さらに、採取口は、管壁
に直接に形成された穴であってもよい。ただし、採取管２８は、実際に領域Ｒ１～Ｒ８を
通過してこれらの領域を利用可能とする必要はない。実際、多くの設置例では、採取管は
当該領域の傍を通過するが当該領域の外側、例えば粒子の監視が行われる部屋の天井パネ
ルの上方、監視された一続きの戸棚のハウジングの外側を通過する。これらの設置例では
、ある長さの管であって、採取点構成（監視される領域に流体接続している）に連絡され
るメイン採取管に接続されたものを利用してもよい。
【０２８０】
　本発明のこの態様の実施形態では、管内の流路に沿って測定を行った場合、隣接する領
域の採取点の配置間隔は、採取管ネットワークへの接続点間の距離よりもっと小さくなる
。
【０２８１】
　図２２、図２３は、更なる実施形態を示す。図２３は、空気採取ネットワーク２６に接
続された粒子検出器１１を備えたシステム２３００を示す。空気採取ネットワークは、（
好ましくは平行に）３つ並んだ採取管部分２２０２，２２０４，２２０６を有する。下流
側の採取管部分２２０２は、一端で粒子検出器１１に接続され、他端で隣接する採取管部
分２２０４に接続されている。また、採取管部分２２０４は、上流側の採取管部分２２０
６に接続されている。複数の採取点２９は、各採取点２９が採取管部分を隣接する別の採
取管部分に接続するように配列している。すなわち、採取点供給部Ｒ１は採取管部分２２
０２に接続され、採取点供給部Ｒ２は採取管部分２２０４に接続され、採取点供給部Ｒ３
は管部分２２０６に接続されている。このパターンは、採取点供給部Ｒ４が管部分２２０
２に接続されて、といった具合に繰り返される。このように、採取管の流路の長さ方向に
沿って測定された採取点２０間の距離は、１つの採取管を用いたときの３倍の大きさであ
る。接続点間をさらに分離することにより、ある採取口から別の採取口へ吸引される試料
をより直接的に区別する。
【０２８２】
　管ネットワークに沿った採取点からの広がりに加えて、更なる利点は、管ネットワーク
への接続順序を（相対的に）変化させることにより、位置決定の信頼性を向上させること
ができることである。幾つかの例では、採取管ネットワークでの試料の混合により、物理
的に隣接する領域で粒子の存在が隠れる（または誤った情報が提示される）ことがある。
採取管ネットワークにおいて１つの領域の空気採取点の接続点を隣接部から分離すること
により（好ましくは、間に少なくとも１つの非隣接領域を与える採取点を接続することに
より）、採取システム内の空気試料のレベル依存性をより高い度合いに維持できる。
【０２８３】
　したがって、複数の領域を監視する粒子検出システムのための空気採取システムが提供
される。この複数の領域は、少なくとも１つの領域が、別の領域に物理的に隣接するよう
に配列している。ここで、空気採取システムは、複数の採取管構成を有する採取管ネット
ワークを備える。各採取管構成は各領域を利用可能とし、少なくとも１つの領域の採取口
構成が接続点（物理的に隣接する領域の接続点から分離した）を有するように採取管に接
続されている。好ましくは、少なくとも１つの非隣接領域の採取点構成の接続点は、隣接
する領域の採取口構成の接続点間に位置する。また、空気採取システムと少なくとも１つ
の粒子検出器とを備えた粒子検出システムを提供する。
【０２８４】
　図２３は、このスキームを実施する別の実施形態を示す。この例で、粒子検出器１１は
、位置決定モジュール２００４と採取管ネットワーク２６に連結されている。採取管ネッ
トワーク２６は、互いに接続されて領域Ｒ１～Ｒ８を通過して延びる４つの空気採取管部
分２３０２，２３０４，２３０６，２３０８が設けられた１つの採取管２８を有する。こ
の例で、管２８の上流側の遠位端は、上記の通り位置決定モジュール２００４に接続され
ている。管２８の下流側端部は、位置決定モジュール２００４を介して検出器１１に接続
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される。位置決定については、本明細書で説明している方法のいずれかを用いて行うこと
ができる。
【０２８５】
　各領域Ｒ１～Ｒ８の採取口は、次のように管部分２３０２～２３０８に接続されている
。
【０２８６】
【表２】

【０２８７】
　したがって、領域は、下流側から上流側へ向かって管ネットワークに以下の順序で接続
されている（すなわち、検出器に最も近い位置の端部から、検出器から最も離れた端部ま
で）。
　Ｒ１，Ｒ５，Ｒ７，Ｒ２，Ｒ４，Ｒ６，Ｒ８，Ｒ３
【０２８８】
　このように、どの領域についても、隣接領域に隣接した採取管２８に接続された空気採
取構成２９を有しておらず、複数の接続点は、管ネットワークに沿って広く間隔を空けて
配置されている。
【０２８９】
　他のすべての点で、この実施形態は、本明細書で説明している他のスキームに従って動
作可能である。
【０２９０】
　上記管部分は、当業者に知られるように両端が器具で相互接続された管の個々の長さ部
分であってもよく、あるいは、特殊用途の複数チャネル管が利用されてもよい。管部分の
相互接続は、例えば管のチャネルの両端の上に（または中に）取り付け可能な相互接続用
器具を用いて行われる。複数チャネル管を利用することにより、取り付けを行う技術者が
複数の管を扱う必要がなく１つのエレメントのみで足りるという取り付け上の利点が得ら
れる。
【０２９１】
　直線状に配置された領域Ｒ１～Ｒ８のグループを参照してこの例を説明したが、このよ
うにする必要はない。複数の領域は任意の配置をとってよい。さらに、複数の領域は、部
屋のように物理的に分離している必要はなく、例えば大きい空間（または体積）内の複数
の領域であってもよい。
【０２９２】
　上記技術がこの分野で信頼できる形で動作するように、例えば、各採取口に侵入する空
気試料が検出器（または各検出器）に到達する前に移動した空気の体積に関して、システ
ムを校正またはトレーニングし、これによりシステムを効果的に特徴付ける必要がある。
例えば、図１５に関連して以下で説明するシステムがプッシャファンの方法を利用する場
合、プッシャファンが作動していないときに通常の検出動作を用いてシステムがトレーニ
ングされた場合、重大な位置決定エラーが生じる可能性がある。システムが１つの空気移
動デバイス（例えばファンなど）を有する形態、または、検出モードから位置決定モード
へ変わるときに検出システムを通過する流れ抵抗または流路を大きく変化させる機構が存
在しない形態では、トレーニングモードで比較的単純であるが時間のかかるプロセスを実
行できる。この場合、システムは以下のように訓練できる。システムが通常動作を行って
いる状態で、システムは、試験用煙（例えば煙スプレー）が撒かれてから検出器に到達す
るまでに移動した空気の体積を測定する。この測定は、各採取口について行われる。しか
し、この方法では、各採取口について別々にトレーニングシーケンスを実行する必要があ
ると共に、各サイクル間で通常動作に戻すようにシステムを維持する必要がある場合があ
るので、時間がかかる可能性がある。好ましくは、トレーニングモードでは、挙動を変化
させてトレーニング時間を短くする。
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【０２９３】
　他の実施形態（例えば、輸送フェーズ中に、管の端部に、開いたバルブとフィルタとを
有するシステム）で、トレーニングモードは、管の端部にあるバルブを所定時間開くこと
を伴う。次に、煙は、システムが穴を通じて煙を吸引するように、選択的に各採取穴に（
または選択されたパターンで複数の穴に）投入される。
【０２９４】
　トレーニングモードでは、システムは以下のように動作する。
ａ：システムは、管の端部にあるバルブを開く。
ｂ：次に、ユーザは、煙をいつ採取口に投入したかを入力する。
ｃ：検出器は、各採取口について、提示された時間から煙が検出されるまで移動した空気
の体積を測定する。
【０２９５】
　プッシャファン（および、好ましくは管の端部に設けられたバルブとフィルタ）を有す
る実施形態では、採取管に侵入する煙をシミュレートするのは難しい。例えば、プッシャ
ファンが連続動作している状態で採取口内に煙を噴射できない。それゆえ、代替の方法が
必要となる。例えば、
ａ：導入された煙で、標準のベローズ動作を再現する。
　この方法は、以下のステップを含む。
　ｉ．システムを通常動作させる。
　ｉｉ．校正プロセスを開始する。
　ｉｉｉ．粒子が検出されたときのようにベローズを駆動し、ユーザにこのプロセスが開
始したことを示す。
　ｉｖ．ユーザは、試験用に、煙を採取口の位置で噴射する。
　ｖ．ベローズの動作を停止させ、通常の輸送フェーズでプッシャファンの動作を開始さ
せ、煙が検出器に到達する前に輸送された空気の体積を記録する。
　ｖｉ．システムは、穴が校正されたことを示す。
　ｖｉｉ．システムは、バルブを閉じてプッシャファンの電源を切る。
　ｖｉｉｉ．他の採取口を同様に校正する。
ｂ：特別トレーニングモード
　ｉ．システムは通常動作する。
　ｉｉ．ユーザはシステムにテストモードを開始させる。
　ｉｉｉ．システムは、通常の方法で空気の吸引を続け、ユーザは、煙を穴の位置で噴射
し、これをシステムに示す。
　ｉｖ．システムは、直後にプッシャファンの電源を入れる。
　ｖ．システムは、「噴射開始」が表示される時点と煙が検出される時点との間に、フロ
ーセンサを通過する空気の体積を記録する。
　ｖｉ．システムは、採取口が校正されたことを示す。
　ｖｉｉ．システムは、バルブを閉じてプッシャファンの電源を切る。
　ｖｉｉｉ．同じプロセスを用いて隣の穴を校正する。
ｃ：特別な煙噴射器。
【０２９６】
　この方法は高速であるが、ユーザは特別な装置を必要とする。この方法には、管内が正
の圧力となるように煙の採取口内への噴射を可能とする噴射デバイスの利用が伴う。これ
を行う１つの方法には、採取口の周囲を封止すると共に煙を採取口内に噴射する試験用煙
発生装置の利用が伴う。例えば、煙発生装置は、フォームガスケットが設けられた排気口
を有する。フォームガスケットは、空気が採取穴から出ないように採取口の周りを締める
。取り付けられ、試料が採取口内に注入されると、ユーザは煙が噴射されたことをシステ
ムに入力する。システムは、煙パルスが検出器に到達する前に移動した空気の体積を記録
する。図２７は、例示的なデバイスを示す。このデバイスは、映像照合システムと併せて
有利に用いることができるアダプタを有する。ただし、このデバイスとして、必要に応じ
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てこれらのアダプタを有しないものが用いられてもよい。
【０２９７】
　システムの動作について実験的に試験を行うのでなく、シミュレーションを用いて試験
を行うことができる。シミュレータは、Aspire(Xtralis Pty Ltd製)と同様のものである
。シミュレータは、輸送フェーズ中に、実際のシステムにおける穴の寸法や距離に基づい
て、穴ごとに期待される体積を算出する。
【０２９８】
　上記試験方法で、ユーザは、検出器と直接に相互作用して入力を検出器に送信する（例
えばトレーニングモードで動作開始させる）ことができ、あるいは、試験用の煙がいつ噴
射されたかなどを提示することができる。しかし、好ましい実施形態で、検出器のシステ
ムは、（好ましくは無線の）インタフェースを有し、これにより検出器とユーザ側デバイ
ス（例えばポータブルコンピュータ、タブレットコンピュータ、スマートフォンなど）と
が通信可能となる。また、ユーザ側デバイスが実行するアプリケ－ションにより、上記の
通り動作するよう検出器を制御できる。
【０２９９】
　幾つかの粒子検出システムは、粒子検出システムを映像安全システム（映像監視システ
ム）と連動させることにより機能を強化できる。こうしたシステムは、映像セキュリティ
システムにより撮影された画像を利用して、（例えば映像解析を行って粒子検出を照合す
ることにより）更なる粒子検出を行い、あるいは、監視ステーション（ＣＭＳ）のオペレ
ータである人が、粒子が検出される領域を見て粒子検出事象の照合を行うようにする。こ
れは、脅威レベルを決定すると共に検出事象に対する適切な応答を決定する際に役立つ。
図２４に、粒子（特に煙）検出器と映像セキュリティシステムとを備えた例示的なシステ
ムを示す。こうしたシステムの更なる詳細とその動作については、本出願人による係属中
のPCT出願（２０１３年６月７日出願、発明の名称” Multi-Model Detection”）におい
て説明されている。
【０３００】
　図２４は、複数の部屋を含む建物２４００の間取り図である。各部屋は、各カメラに監
視される領域に属するものとして示されている。領域１はカメラ２４０１に、領域２はカ
メラ２４０２に、領域３はカメラ２４０３に、領域４はカメラ２４０４に、領域５はカメ
ラ２４０５に、領域６はカメラ２４０６に、領域７はカメラ２４０７に、領域ｎはカメラ
２４０８に監視されている。
【０３０１】
　また、各領域には、粒子検出手段２４１０．１～２４１０．ｎが設けられる。粒子検出
手段はいずれのタイプであってもよいが、例えば、点検出器、吸引型検出器、ビーム型検
出器、開口型の(open area)能動映像検出器などである。この例で、粒子検出手段２４１
０．１～２４１０．ｎは、粒子検出器２４１１に接続された空気採取管２４１３への入口
（空気採取口）であり、本明細書で説明しているいずれかのタイプの粒子検出システムを
構成する。粒子検出システムは、本明細書で説明しているようにどの採取点２４１０．１
～２４１０．ｎに粒子が侵入したかを決定し、各検出点２４１０．１～２４１０．ｎにつ
いて粒子レベルまたは警告レベルを示すように構成されている。粒子検出器２４１１は、
採取点２４１０．１～２４１０．ｎに接続され、（ＦＡＣＰまたは中央コントローラ２４
１２の形をとる）建物の火災警報システムに接続され、個々に各採取点を個々に特定する
ように構成されている。各採取点は当該システム上のアドレスを有しており、建物２４０
０内の火災検出位置を火災警報システムにより示すことが可能となる。各カメラ２４０１
～２４０８は、中央制御システム２４１２に接続されている。中央制御システム２４１２
は、複数のカメラからの映像を受信および解析する映像解析システムである。また、中央
コントローラは、映像を記憶し、リアルタイムに（または事象が検出されたときに要求に
応じて）中央監視ステーションに送信できる。コントローラ２４１２は、通信チャネルを
介して中央監視ステーション（ＣＭＳ）２４１４に接続され、ここで警告状態（火災に関
連したものと安全性に関連したものの両方）を監視できる。代替の実施形態では、コント
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ローラ２４１２とＦＡＣＰの機能を１つのデバイスに統合してもよい。また、中央監視ス
テーション２４１４の機能は、コントローラ２４１２の位置で実施されてもよい。同様に
、カメラと他のセキュリティシステム（図示せず）、ならびに火災および／または煙は、
全監視と解析（すなわちコントローラ２４１２とＦＡＣＰの全機能）を実行する遠隔ＣＭ
Ｓに直接に接続されてよい。
【０３０２】
　図２４に示す建物２４００の領域２で火災が発生する状況を考える。この場合、部屋の
内部に位置する採取点２４１０．２により、プルーム２４１３内で煙粒子の存在を示す試
料空気が吸引される。最初の検出が行われると、次に、検出器２４１１は上記位置決定を
実行し、警告信号を火災警報コントロールパネル（ＦＡＣＰ）に送信し、火災の発生場所
として可能性のある位置を提示する。こうしたシステムでは慣習的であるように、検出器
２４１１の出力信号は、検出された粒子のレベル、または、検出器の警告ロジックに従っ
て決定された警告状態を示すことができる。火災警報コントロールパネルは、中央コント
ローラ２４１２を介してこの警告データを中央監視ステーション２４１４に送信する。こ
のとき、スタッフが建物２４０の状況を監視できる。システムは映像照合機能を有するの
で、吸気口２４１０．２を介したゾーン２の粒子検出の際に、カメラ２４０２を用いて映
像照合を開始する。カメラ２４０２は、画像を撮影し（以前に画像を撮影していなかった
場合に）、または画像を解析して、画像を基に煙の存在を実証できるか否かを決定する。
カメラ２４０２からの映像が中央コントローラ２４１２に送信される。中央コントローラ
２４１２は、カメラ２４０２が撮影した一連のフレームに対して映像解析を行い、カメラ
２４０２の視野２４０２．１内での煙の存在を示す画像またはフレームにおいて視覚的特
徴が存在するか否かを決定する。映像解析は、コントローラ２４１２または中央監視ステ
ーション２４１４で実施できる。中央監視ステーション２４１４で解析を行おうとすると
、コントローラ２４１２から（解析のための）中央監視ステーション２４１４まで映像（
圧縮されていてもよい）を送信する必要がある。カメラ２４０２が撮影した画像において
煙や火災を検出した際、中央監視ステーション２４１４で動作する警告システムは、その
出力を修正して、煙検出器２４１０．２が示す警告状態が映像解析システムにより照合さ
れることを示すことができる。この照合により、ユーザは警告が誤りである可能性が低い
ことを推測できる。
【０３０３】
　中央監視ステーション２４１４を監視するユーザに、火災または煙のアラームが照合さ
れたことを提示することにより、当該アラームの重要度が上がる。したがって、システム
を監視する人は、警告に対してより迅速に行動するよう促される。図２５、図２６は、本
発明の実施形態による中央監視ステーションに設けることが可能な代替のインタフェース
を示す。図２５を参照して、インタフェースは複数の映像ディスプレイ枠２５０１，２５
０２，２５０３，２５０４を有する。各映像ディスプレイ枠は、監視されている建物２４
００内の種々のカメラが撮影した画像を表示する。大きい枠２５０１は、監視システムの
ユーザが位置をより詳細に見ることができるように設けられ、その結果、ユーザは、警告
が発生したシーンを目で見て調べることができる。小さい方のディスプレイ枠２５０２～
２５０４は、好適なスキームに従って循環してもよく、あるいは対応するゾーンにおける
警告レベルに応じた優先順位に従って並べられてもよい。インタフェース２５００の下部
には事象２５０７のリストがある。各事象について、事象データが表示され、システムの
ユーザは、ボタンの列２５０９を用いて特定の応答動作を実行させることができる。各事
象について、以下のデータが表示される。事象の番号順のリストである事象番号２５１２
。事象ＩＤ２５１４、これは、時間が経ってアクセスするための事象データのログの指標
となるシステムワイドな（システム全体に及ぶ）一意識別子である。事象の性質を説明す
る事象説明部２５１６。事象の優先順位である事象レベル２５１８。事象の状態（例えば
、事象が警報、故障、他種の警告）の表示器２５２０。動作ボタン列２５２２．１，２５
２２．２，２５２２．３。
【０３０４】



(48) JP 6438399 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　この例における事象番号５は、警告状態が最も高く、これについて以下でより詳細に説
明する。事象番号５は、煙が領域２内で検出されたことを示すものである。この例では、
煙は、警告を発すべきレベルで粒子検出器２４１０．２に検出される。映像解析システム
がカメラ２４０２の出力を解析して煙や火災が存在すると決定するので、状況の列におい
て事象は「アラーム照合済」(alarm verified)と表示される。システムのユーザに対する
照合を表示するために、インタフェースでは、事象番号５に対応する状況の欄が強調され
、アラームが「照合済」であることを示すテキストが表示されている。領域２の画像は、
映像解析システムにより検出された煙と火災の位置の可視表示(visual indicator)２５０
８を含む。これに関して、映像解析システムは、カメラ２４０２が撮影する一連の画像の
解析を行い、煙を表していると決定される画像内の領域の周囲の境界（またはエッジ）を
示す。さらに、画像２５１０内の領域は、火災を生じるフレームを表すものとして表示さ
れる。
【０３０５】
　図２６は、図２５の変形例によるインタフェースを示す。図２５と図２６のインタフェ
ースの差は、図２６のインタフェースでは、事象番号５の状態が「照合済」であるだけで
なく、事象リストにおいて各事象をアラームレベルと照合レベルに従って並べている点で
ある。さらに、システム内の他の事象と比較して優先度の高いものに事象番号５が付与さ
れることがわかる。
【０３０６】
　事象が自動の映像照合システムにより検出および照合されると、システムのユーザに応
じて、事象に対して実行される動作が決定される。ユーザは、事象を却下してもよく（２
５２２．２）、または当該事象に対応する映像を見て（ボタン２５２２．１）更なる調査
を行ってもよく、または、警察、消防署または他の適切な緊急応答サービスに電話するな
どして外部アラームを発してもよい（２５２２．３）。これは、図示しているようにビュ
ー（見る）ボタン（２５２２．１）、却下ボタン（２５２２．２）または電話ボタン（２
５２２．３）により図２５、図２６のインタフェースを用いて実行可能である。
【０３０７】
　本発明の実施形態に加えて、映像解析システムが、ユーザによる継続中の事象の調査を
支援することは利点である。これに関して、システムのユーザは、例えば事象がどこで発
生したかを決定することによりアラームの原因を調査すること、あるいは、事象の真の原
因（例えば、何が燃えていて、何に引火する可能性があって、何が煙検出事象を引き起こ
しているか）を調査することを望むだろう。こうした情報は、警告状況への対応案を決定
する際に特に価値がある。例えば、何が燃えているのかが正確にわかると、消火を好適に
行うことができる。さらに、炎を包囲するものを目で見て調査して、どのレベルの対応が
必要かを決定できる。例えば、炎の上方領域を包囲する大事な装置や危険もしくは燃えや
すいものがある場合には迅速な応答または避難が必要であり、一方比較的開けた領域や燃
えにくいものがある領域では、応答はゆっくり（または少なくとも異なる対応）でも構わ
ないだろう。
【０３０８】
　調査プロセスで役立つように、１つ以上のカメラと状況センサからのアラーム出力を解
析すると共に、事象のソースまたは性質に関する調査の順序に関してユーザに推薦を行う
ソフトウェアを、中央監視ステーションに設けてもよい。例えば、ソフトウェアシステム
は、監視される建物内の部屋やものの相対位置に関するマップまたは他の位置データを記
憶してもよく、また、どの採取口から粒子が侵入したかを表すデータを用いて、火災が発
生した中心位置として可能性の高いものまたは調査の優先度を決定してもよい。例えば、
図２５、図２６で、照合されたアラームは領域２で検出され、照合されていないアラーム
は領域３で検出されている。また、プレアラームは領域１で検出されている。炎（図２５
に符号２５１０で示す）が存在することを実証できない状況では、中央監視ステーション
は、領域２、領域３、領域１そして領域Ｎの順序で他の領域の手動解析順序を推薦するこ
とになる。これは、受信した、領域２，３，１、および、領域２，３，Ｎ，７の出入り口
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の近くの警告レベルと、領域１がこれらの間の通路であることとに基づいている。他の実
施形態では、他の要素が調査順序を決定する役割を果たす。例えば、建物の空調用のリタ
ーンダクトが位置２４２０に配置される場合、点２４１０．１２を介して検出された異常
な粒子レベルは優先度が低い他の空気採取点と同様に扱うことができる。なぜなら、当該
採取点は他の空気採取点より頻繁に煙を示す傾向があるからである。
【０３０９】
　したがって、煙は例えば領域２と領域１において採取点２４１０．１２で検出され、領
域２が煙発生源として可能性の高い位置となる。逆に、採取点２４１０．１１，２４１０
．１２のみが煙を含む試料を吸引し、他の採取点が吸引しなかったと決定された場合、領
域１は煙発生源である可能性が高い。
【０３１０】
　また、図２５で事象５に適用される映像照合プロセスを実施しなければ、領域２，３の
アラームレベルは同一であることに留意する必要がある。映像照合を実施しなければ物理
的な調査をせず、領域３でなく領域２に炎が存在するという決定についての追加の情報は
存在しない。これは、本明細書で説明している映像照合プロセスにより、炎が実際に存在
する領域２でまず目標とする応答を実現することが可能になるので、明らかに応答戦略に
役立つ。
【０３１１】
　図示しているセンサ（例えばカメラ）は、固定カメラであってもよいし、視野が可変で
あるもの（例えばパン・チルト・ズーム（ＰＴＺ）カメラ）であってもよい。ＰＴＺカメ
ラを用いてパン、チルト、ズームをプログラムし、アラーム状態を引き起こしている可能
性があると特定される位置を孤立させ、調査を行うことができる。あるいは、またはこれ
に加えて、ＰＴＺカメラを制御して、第１視野の画像を撮影させ、次に第２視野に移動さ
せ、連続的に１つまたは複数の視野に移動させて各視野で一定時間停止させることができ
る。このシーケンスは無限に繰り返すことができる。
【０３１２】
　各視野では、他の視野と無関係に映像解析を行うことができる。一般的には、これは、
種々のＰＴＺセッティング（各ＰＴＺセッティングは時間枠に対応する）で１つのカメラ
を用いて撮影された画像の時分割多重化を実施するプロセスと考えることができる。映像
解析は、連続する各ＰＴＺ時間枠で撮影される一連の画像に対して実施できる。対応する
ＰＴＺ時間枠で撮影された画像は、「カメラ」として扱うことができる。また、映像解析
は、カメラが１つである上記例において説明した技術を用いて実施できる。
【０３１３】
　このようなシステムは、複数の空気採取口の位置を、それらの物理的な位置とセキュリ
ティシステムのカメラの視野とに関連づける必要がある点で、上記試運転／校正プロセス
に特徴を追加する。幾つかの例では、特定のカメラのＰＴＺパラメータを採取点と関連づ
けることが好ましいだろう。
【０３１４】
　次に、粒子検出システムにおいてアドレスを関連づける装置と方法について、図２７に
関連づけて説明する。このアドレスは物理的位置に対応する。物理的位置は、複数の位置
を監視する映像撮影システム内で監視されている。図２７は、粒子検出システムについて
試運転、校正および／または試験を好都合に利用可能である例示的な装置２７００を示す
。以下の説明から明らかなように、非映像型の粒子検出システム（例えば既在の吸引型粒
子検出システム）も利用可能である。
【０３１５】
　上記装置は、煙検出システムが煙の位置を学習可能であるような煙試験を実行する機構
を提供するように構成される。警告の映像照合を行うシステムの場合、セキュリティシス
テムも同様に構成される。装置により、オペレータは、煙（または他の試験粒子）を空気
採取用の粒子検出システム、点検出器または他の煙検出デバイス（好ましくはシーケンス
に異常がない状態の）の各採取口に注入し、かつ、例えばタブレットコンピュータなどの
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コンピュータデバイス上に、吸気口または検出デバイスの物理的位置を記録する。データ
は、どの吸気口がどの物理的位置に対応づけられるかが粒子検出器に伝達されるように、
リアルタイムに（または後段で）粒子検出器に送信されてよい。装置により、セキュリテ
ィシステムが、どのカメラ（および選択的にＰＴＺパラメータ）が各吸気口のアドレス位
置に関連づけられるかを特定できるようになることが好ましい（必須ではない）。吸気口
またはセンサの位置と映像セキュリティにおける位置との関連は、視覚的手段により達成
してもよい。煙が注入されたとき、例えば一定時間コードを点滅させることにより可視表
示が駆動される。セキュリティシステムは、可視表示を検索すると共に、種々のカメラが
撮影した画像において可視表示の画像を特定する。次に、セキュリティシステムは、右側
のカメラと選択的にPTZ位置を空気採取口またはセンサの位置と関連付けることができる
。したがって、好ましい実施形態による装置２７００は、
　煙を採取口まで搬送する（さらに、好ましくは煙を発生させる）機構と、
　映像セキュリティシステムが撮影した画像において装置を検出する手段と、
　（選択的に）この光学的手段を通じてデータを通信する手段と、
　装置の動作を粒子検出システムおよび／またはセキュリティシステムと同期させる手段
とを備える。
【０３１６】
　より具体的に言うと、例示的なデバイス２７００は、
　デバイス２７００の動作を制御するコントローラ２７０２と、
　電源２７０４（典型的にはバッテリ）と、
　必要に応じて採取点に導入するための試験用煙を発生させる煙発生装置２７０６と、
　煙を搬送点に送るファン２７１０とを備える。
【０３１７】
　デバイス２７００は、煙発生装置２７０６が発生させた煙を搬送点に誘導するダクト２
７１２をさらに備える。この例で、ダクト２７１２は、種々の高さに位置する複数の採取
点の好適な利用と好適なデバイスの収納を実現する拡張可能な（例えば伸縮自在の）管で
ある。ダクト２７１２の端部には、採取点に容易に結合できるように成型された出口ポー
ト２７１４が設けられている。この例では、出口ポートは漏斗状であって、採取点に適合
可能である。
【０３１８】
　デバイス２７００は、ユーザインタフェース２７１６をさらに備える。この例で、ユー
ザインタフェース２７１６は、１つ以上の制御ボタン２７１８とタッチスクリーンディス
プレイ２７２０とを有する。これらは、当業者に知られている方法で、装置２７００の動
作を制御すると共に以下のようにデータを入力するように構成できる。
【０３１９】
　デバイス２７００は、外部デバイス（例えば煙検出システム、映像セキュリティシステ
ムまたはこれらのシステムのエレメント）とのデータ通信を行う同期ポート２７２２（有
線または無線の通信手段であってもよい）をさらに備える。ポート２７２２が無線の場合
、ポート２７２２をリアルタイムの通信に利用できる。ポート２７２２が物理的な接続を
行うのに適合している場合、通信をリアルタイムで行うことができ（例えば、使用中の他
のシステムにプラグを差し込んで）、あるいは非同期的に行うことができる（例えば、保
存されたデータの共有、および／または、使用後の煙検出システムと映像セキュリティシ
ステムの一方または両方とのデバイスの同期により）。
【０３２０】
　デバイス２７００は、画像通信システム２７２４をさらに備える。この例で、画像通信
システム２７２４は、放射線エミッタ部２７２４．１，２７２４．２，２７２４．３を有
する。上記方法により、装置２７００の使用中に、画像通信システムを用いてセキュリテ
ィシステムと通信できる。画像通信システム２７２４は、可視光（または不可視光）の放
射（受信および映像監視システムへの中継が可能である間）を行うことができる。好まし
くは、光（放射線）はセキュリティシステムに受信されて領域の映像として撮影される。
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このようにして、装置２７００の存在（および選択的にデータ）が、画像通信システム２
７２４の状態により伝送される。
【０３２１】
　映像セキュリティシステムにより映像照合が行われる粒子検出システムの試運転に関連
して、試験装置２７００の例示的な利用について説明する。装置２７００の目的は、煙検
出システムと映像セキュリティシステムの一体化の設定(configuration)と照合を支援し
、好ましくは自動化することである。具体的には、当該ツールは、煙検出システムと映像
セキュリティシステムが保護されている同じ物理的位置を有するように支援する。
【０３２２】
　粒子検出器システムと映像セキュリティシステムは、トレーニングプロセスを開始する
前に「トレーニング」モードに設定される。
【０３２３】
　粒子検出システムの各採取口では、技術者により装置２７００を用いて煙を発生させる
。装置２７００は、始動すると、粒子検出システムが粒子を検出するのに充分な量の煙を
発生させる。また、煙が発生し始めると、セキュリティシステムが撮影した画像の背景か
ら区別可能な可視表示が作動する。「トレーニング」モードでは、映像セキュリティシス
テムは、撮影した画像を解析して画像内で可視表示２７２４を（周期的にまたは連続的に
）検索する。映像セキュリティシステムは、可視表示２７２４を発見すると、その位置を
記録し（カメラとＰＴＺが必要に応じてセットされている）、どのビデオカメラの視野に
採取穴を包囲する領域が入るのかを特定する。
【０３２４】
　煙を発生させる点で、技術者は、タッチスクリーンディスプレイ２７２０で、例えばキ
ーボードインタフェースを用いて、物理的空間の名称（および選択的に説明も）を記録す
る。このテキストは、煙試験の開始時刻と終了時刻に記録され、これらのシステムにおい
て検出された事象と関連づけるために煙検出器および／またはセキュリティシステムに選
択的に送信される。システムの実際の利用中に採取穴が特定される場合、通常動作の間に
、この点で入力されるテキストをＣＭＳオペレータに送信可能である。
【０３２５】
　装置２７００は、例えば新しい採取点に移動する際にどの動作を次に行うか、煙を導入
する前に技術者が待つ必要があるか、煙発生装置の現在の穴の位置に技術者がいる必要が
ある時間、採取穴の名称についての技術者へのプロンプトなどに関して技術者を誘導する
ように構成される（例えばプログラムされる）。
【０３２６】
　通常、採取点は天井付近に位置する（例外はある）。発生した煙は、迅速かつ直接に採
取穴に到達する。しかし、技術者は、天井の上方に設けられた採取穴に近接した位置に煙
を導入し、全制御部がダクト２７１２の下部に位置し、ダクト２７１２が拡張可能であっ
ても、地面の上に居続けることが望ましい。
【０３２７】
　各採取穴についての煙発生の開始事象と終了事象は、粒子検出システムと映像セキュリ
ティシステムに同期している。この同期は、無線ネットワークによりリアルタイムに行う
ことができる。選択的に、または代替として、装置２７００は、オフラインモードで無線
ネットワークをリアルタイムに利用することなく、同じ機能を果たすことができる。この
場合、試運転プロセスの完了時に、装置２７００を粒子検出システムと映像セキュリティ
システムに接続して、物理的空間の名称を含む記録データを同期させる必要がある。これ
は、任意の通信媒体または通信チャネル（これに限定されないが、ＵＳＢ、イーサネット
、ＷｉＦｉなど）を用いて実施できる。
【０３２８】
　図２４の例では、試験装置、煙検出システムおよびセキュリティシステムにより、「ト
レーニングモード」においてそれぞれ以下のデータ列が生成する。
【０３２９】
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【表３】

表１　試験装置のデータ表
【０３３０】

【表４】

表２　煙検出器表
【０３３１】
【表５】

表３　セキュリティシステム表
【０３３２】
　試験装置２７００、煙検出器システムおよびセキュリティシステムによりトレーニング
データが記録されると、映像照合システムと煙検出システムが実際の煙検出事象において
協働するようにこのデータを関連づける必要がある。各表の開始時刻と終了時刻を用いて
、煙試験データを煙検出器データとセキュリティシステムデータに関連づけることができ
る。
【０３３３】
　使用時、煙検出システムにより煙が検出される事象において、煙検出システムはシステ
ム内のどの位置で煙が検出されたかを決定する。システムが１つ以上の点検出器を備える
場合、「アドレス指定」すなわちどの位置で事象が検出されたかの決定は、比較的容易で
あって、どの検出器が煙を検出したかを知ることだけが必要となる。システムが、空気採
取ネットワークを有する吸引型の粒子検出システムを備える（または当該吸引型の粒子検
出システムである）場合、システムは、本出願人によるオーストラリア出願（2012904516
, 2012904854, 2013200353）のいずれかの位置決定方法または他の位置決定技術を実行し
て、粒子源の位置を特定できる。出力は位置、名称（例えば試運転中に技術者が付与する
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名称）、部屋のアドレスまたは煙位置決定パラメータ（例えば、位置決定フェーズにおけ
る検出事象間に検出器を通過した空気試料の体積）であってもよい。位置決定フェーズで
は、本明細書で説明しているいずれかの方法を用いて、どの採取穴を通じて煙が煙検出シ
ステムを通過したかが特定される。この出力は、セキュリティシステムに送信される。識
別子または位置決定パラメータという名称に基づいて、セキュリティシステムは、決定し
た空気採取点の視野をどのカメラが与えるのかを決定できる。
【０３３４】
　この場合、セキュリティシステムは、煙検出事象が発生した領域の視野を示すことにな
るカメラとしてカメラ２４０５を特定することになる。
【０３３５】
　煙や火災が検出された場合の好適な動作を決定するときに、試運転中に追加の情報を集
めてＣＭＳオペレータを支援できる。
【０３３６】
　また、装置２７００の幾つかの実施形態で、追加の特徴が含まれてもよい。例えば、幾
つかの実施形態では、他の方法を用いて装置２７００の位置を決定し、当該位置と採取口
の特定を支援し、または自動化できる。例えば、衛星測位（例えばＧＰＳやＤＧＰＳ）ま
たは電磁放射に基づく三角測量を用いて、装置がどの部屋にあるのかを決定し、これによ
りシステムにデータを入力する必要性をなくし、または最小化できる。採取点には短距離
通信機構（例えばＲＦＩＤタグ）が設けられてもよい。これは、ダクト２７１２の端部付
近に取り付けられたリーダにより読み取られて、各ステップでどの採取点が試運転を行っ
ているかを特定できる。また、当該採取点についての試験手続きを開始するトリガとして
この通信を用いることができる。
【０３３７】
　図１７は、図１４Ａから図１４Ｅのシステムの変形例を示す。システム１７００は、試
料増幅構成１７０２が採取管２８の上流側端部に位置することを除いて、図１４Ａから図
１４Ｅのシステムと同一であり、同じように動作する。これにより、採取ネットワーク２
６の検出器側端部が単純化され、元々搭載されていた（こうした機能を有しない）従来の
検出システムに対する試料増幅構成１７０２の据付が容易になる。
【０３３８】
　図１８は、複数の振動膜が設けられた試料増幅構成を有する空気採取ネットワークを備
えた粒子検出システムを示す。基本的に、このシステム１８００は、図１４Ａから図１４
Ｅおよび図１７のシステムにおいて両端を同じ形態としたものである。この実施形態にお
いて、２つのピストン１８０２，１８０４（拡声器の振動膜により構成される）は協働し
て試料増幅構成を構成する。これらは、図１５に示す対向するファンに関連して説明した
ように、一斉に動作可能である。しかし、これらのピストン１８０２，１８０４は、拡声
器（または迅速に気流を振動させることが可能な他の空気移動デバイス）であるので、採
取管２８に沿った１つ以上の採取口２９の位置で試料増幅を選択的に行うことが新たに可
能となる。これは、選択された位相差を有する複数のピストンを振動させることにより達
成できる。これにより、採取管２８に沿った種々の位置で、試料増幅動作の選択的な強化
または解除が生じる。
【０３３９】
　図１９は、分岐した採取管を有し、複数の振動膜が設けられた試料増幅構成を有する空
気採取ネットワークを備えた別の粒子検出システムを示す。システム１９００は、空気採
取システム２６に連結された粒子検出器１１を有する。空気採取システム２６は分岐して
採取管２８Ａ，２８Ｂを有し、これらの採取管はそれぞれ複数の採取口２９Ａ，２９Ｂを
有し、これらの採取口は長さ方向に沿って並べて配置されている。管２８Ａ，２８Ｂの上
流側端部には、ピストン１９０２，１９０４が配置されている。採取ネットワーク２６の
下流側端部には、共通のピストン１９０６が配置されている。ピストン１９０２，１９０
４，１９０６を有する試料増幅構成は、試料増幅フェーズにあるこれらのピストンの振動
の間に好適な位相差を設定することにより、振動の影響を選択的に排除した形で動作させ
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ることができる。例えば、下流側ピストン１９０６は、管２８Ａ上の上流側ピストン１９
０２と同相で動作し、管２８Ｂ上の上流側ピストン１９０４と逆相で動作する。その結果
、試料増幅は採取口２９Ａ上でのみ生じ、採取口２９Ｂでは生じない。
【０３４０】
　このプロセスを拡張して、図１８に関連して説明した方法と結び付けることができる。
これに関して、管２８Ａ上の上流側ピストン１９０２に対して選択された位相差で下流側
ピストン１９０６を動作させ、ピストン１９０４を振動させないことより、選択性を大き
くすることができる。好ましくは、振動パターンの節の位置が管２８Ａと管２８Ｂとの間
の接合部の位置に一致する場合、管２８Ｂでの試料増幅は最小化され（なくなる可能性も
ある）、管２８Ａの長さ方向に沿った選択的な試料増幅を達成できる。
【０３４１】
　図１８と図１９に関連した説明した、両端を同じ形態とした試料の振動技術を、他種の
気流移動用デバイス（例えばベローズ、図１５に示すようなファンなど）を用いて実装で
きる。
【０３４２】
　図１７から図１９のシステムは、端部に検出器が設けられたモジュール（例えば上記モ
ジュール２００４）内に位置決定ハードウェアが設けられるように実装可能である。これ
により、リターン管部分を利用して、管２８の下流側端部に物理的に近接する上流側コン
ポーネント（例えばピストン１７０２，１８０４，１９０２）の位置を調節し、これらを
モジュール内に一緒に収納できるようにする必要があるかもしれない。
【０３４３】
　図１５Ｂの例に関連してのみパージステップを説明しているが、パージフェーズは、本
明細書で説明している全実施形態で選択的に用いて、位置決定の正確度を向上させること
ができる。一般的に、パージステップは、空気採取ネットワークを清浄な空気（または、
少なくとも試料空気と区別可能な空気）で充填することを伴う。これにより、一般的には
、上記空気を提供する手段（例えばシステム内に選択的に挿入して清浄な空気を搬送する
ことが可能なフィルタ構成）を提供する手段が必要となる。それゆえ、利用可能であれば
、本明細書で説明しているシステム内にこうした手段を設けることができる。
【０３４４】
　先の説明からわかるように、本明細書で説明している幾つかの技術により、集中型の検
出器と、空気採取システムのダクトまたは管に沿って配置された複数の採取口とを有する
吸引型粒子検出システムにおけるアドレス指定能力を向上させることができる。当業者に
とって明らかなことだが、システムの各エレメントを組み合わせてシステムの性能をさら
に向上させることができる。一例を挙げると、図１４、図１５または図１６の管ネットワ
ークシステムを用いて管ネットワーク内の煙濃度を上昇させ、図５と図６に関連して説明
した相互相関の方法で使用するための検出器に入る前の煙濃度をより明確なものにするこ
とができる。さらに、上記の通り、時間ベースの相関の代わりに体積ベースの相関を用い
ることもできる。当業者には他の組み合わせも明らかである。
【０３４５】
　煙検出に関連して本発明を説明しているが、本発明は、採取システムが通常検出可能な
他の任意の材料（気体、粉末、蒸気、生物学的材料など）にも適用可能である。
【０３４６】
　図３０は、本明細書で説明しているいずれかの実施形態において位置決定モジュール２
００４として利用可能な位置決定モジュール３０００の更なる実施形態を示す。位置決定
モジュール３０００は、次のメインエレメントを含む。
【０３４７】
　メイン流路３００２は、一端（位置決定モジュール３０００への入口３００４）側の採
取管２８から、他端（位置決定モジュール３０００からの出口３００６）側の検出器１１
まで延びる。メイン流路３００２は、追加の粒子検出器３０１０を示す。粒子検出器３０
１０は、メイン粒子検出チャンバ１４と同じ（または異なる）、あるいは異なる種類の粒
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子検出チャンバであってもよい。好ましくは、第２の粒子検出器により、メインの検出チ
ャンバ１４よりも粒子に対する応答が速くなる。ただし、これは全実施形態で必要な訳で
はない。また、以下で詳細に説明するように、メイン流路３００２は、メイン流路３００
２を閉鎖して第１の分岐流路３０１４へ入るすべての流れの向きを変えることが可能なバ
ルブ３０１２を有する。
【０３４８】
　第１の分岐流路３０１４は、試料増幅デバイス３０１８に連絡される第１分岐部３０１
６を有する。好ましくは、試料増幅デバイス３０１８は、採取管内で少量の空気の吹込み
と吸込みの切替えを迅速に行うことが可能な往復ピストンの形をとる。第１の分岐流路３
０１４は、ピストンへのアクセスを遮断すると共に第１の分岐流路３０１４から第２の分
岐流路３０２２への流れの向きを変えることが可能な第２のバルブ３０２０を有する。
【０３４９】
　第２の分岐流路３０２２は、システムの外側から第２の分岐流路３０２２内へ空気を吸
引できるようにし、吸引した空気をフィルタリングし、以下で説明する方法で追加の粒子
検出器３０１０へと送るように構成されたファン３０２４とフィルタ３０２６とを有する
。
【０３５０】
　図３１は、複数の空気採取管２８．２，２８．２を有する空気採取ネットワーク２６と
一緒に動作するように拡張された位置決定モジュール２００４を示す。位置決定モジュー
ル２００４は、上記コンポーネントを複製することにより、複数の採取管を扱うように拡
張できる。しかし、部品点数を減らし、原価を低下させるために、特定のコンポーネント
については共有してもよい。この実施形態では、独立したメイン流路３００２．１，３０
０２．２が設けられる。この場合、バルブ（３０１２．１，３０１２．２）は、一緒に動
作し、第１の分岐流路の各分岐部に接続されると共に互いに連携して動作する。多くの複
数管システム（例えば、共にXtralis Pty社から販売されているVesda Laser Scannerまた
はVesda Laser industrial）では、メイン粒子検出器には検出チャンバが１つだけ設けら
れ、各管から到来する空気試料は、検出チャンバでの分析の前にマニホールド内で混合さ
れる。
【０３５１】
　他のすべての点で、複数管位置決定モジュールは図３０に示すものと同一であり、参照
符号についても対応させている。複数管位置決定モジュールは、必要とされる幾つかの採
取管を扱うように構成できる。
【０３５２】
　図３２、図３３は、アクセサリ２８００についての２つの追加の実施形態を示す。アク
セサリ２８００は、採取管２８の上流側の遠位端に取り付けられた管のエンドキャップと
して利用できる。ただし、アクセサリ２８００は、採取ネットワーク内の他の点、例えば
分岐管の上流側端部や採取管の中間点に位置するＴ字状接合部の外側に配置されて、アク
セサリ流路を選択的に開放することにより採取管内へ空気が侵入することを可能にしても
よい。図３２の実施形態は、ファン３２０２とバルブ３２０４（図２８のバルブ２８０８
に相当する）とを有する。これらは、位置決定モジュールの制御下で駆動できる。通常の
煙検出動作では、バルブ３２０４は閉じられてファン３２０２は作動しない。バルブ３２
０４は駆動されると開き、ファン３２０２は、駆動されると管２８の端部に空気を吸引し
て検出器１１に向けて採取管内を移動させる。また、アクセサリ２８００は選択的にフィ
ルタ（例えばＨＥＰＡフィルタ）を有し、管に侵入する空気と、採取点から吸引されてシ
ステム内に入る試料空気とをよりよく区別するようになっている。
【０３５３】
　図３３のアクセサリ２８００は、図２８の実施形態と非常に類似しており、同様の構成
には同一の符号を付している。アクセサリは、選択的に管を開くことができるバルブ２８
０２を有するが、ファンを有しない。また、アクセサリはフィルタ３３０２を有する。バ
ルブ２８０２は、採取管内で低圧または逆流を検出したときにコントローラ２８０６によ
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り駆動される。高い負圧が検出された場合、エンドキャップが開いて空気を管の端部内に
吸引できる。
【０３５４】
　好ましい実施形態では、使用時に、図３０と図３１のいずれかに示されたタイプの位置
決定モジュールと、図３２と図３３のいずれかに示されたアクセサリとを用いる粒子検出
システムは、他の実施形態（例えば図２９）に示された、メイン粒子検出器、位置決定モ
ジュール２００４、複数の採取管２８が設けられた採取ネットワーク２６、および、位置
決定モジュールの上流側に取り付けられた少なくとも１つのアクセサリを有する構造と概
略的に同じ構造を有する。図３２のアクセサリを利用することを仮定して、こうしたシス
テムの動作について説明する。
【０３５５】
　概略的に言って、検出器１１は、空気試料を吸引すると共に連続的に解析する通常の粒
子モードで動作する。しかし、トレースレベルを超えて粒子が検出されると、システムは
位置決定モードに入って位置決定モジュール２００４を駆動する。次に、メイン検出器１
１の動作を停止させる。メイン検出器１１による空気試料の吸引は中止される。次に、位
置決定モジュール２００４は、上記のように試料増幅ルーチンを実行する。上記の通り、
「増幅」により、管内の空気が、各採取穴を包囲する局所的な大気と混合され、各採取穴
に隣接する採取管内で空気の塊が形成される。これらの塊は、採取点を直接に包囲する大
気に類似した組成を有する。先の説明からわかるように、安定した通常の状態では、各採
取穴を通じて吸引された空気試料は、他のすべての採取穴内に吸引される空気により、当
該空気が採取ネットワーク２６を通過するときに希釈される。しかし、この実施形態では
、増幅により少量の空気がシステムに吸引され、吹き出されて出入りするだけなので、こ
のように塊は希釈されない。
【０３５６】
　次に、ファンを有するアクセサリ（図３２のアクセサリ）を用いて「塊」を含む採取管
の内容物をアクセサリのファンで移動させる場合、メイン検出器のメインファンを再度駆
動することにより、上記内容物が分析のために追加の粒子検出器３０１０まで吸引される
。この「輸送」プロセス中、体積（または関連する値）が測定される。追加の粒子検出器
３０１０が煙の塊を検出する場合、吸引される体積は読み取られてルックアップテーブル
と比較され、どの採取穴が検出された煙の塊に対応するかが決定される。
【０３５７】
　第２の分岐流路は、この位置決定プロセスにまったく関与しない。第２の分岐流路は、
校正のために追加の粒子検出器３０１０を清浄な空気で満たすためにのみ用いられる。こ
のプロセスは周期的に（例えば１日に一度）行われる。
【０３５８】
　以下の通り、表形式でこのプロセスを示す。
【０３５９】
（通常動作）
【表６】

【０３６０】
　バルブ３０１２
「開」：メイン流路は開いており、第１の分岐部の流路はブロックされている。
「閉」：メイン流路はブロックされ、第１の分岐部の流路は開いている。
　バルブ３０２０
「開」：第１の分岐部の流路が開いているので採取管が開き、増幅が行われる。
「閉」：第２の分岐部の流路が開いているので採取管が開き、送風とフィルタリングが行
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われる。
【０３６１】
　次に、メイン検出チャンバにより検出される煙レベルが微量であれば、通常検出を中断
して増幅モードに入る。
【０３６２】
（増幅）
　この状態で、位置決定モジュール２００４は増幅モードに入り、この例では、試料増幅
デバイス（例えばピストン３０１８）が繰り返し空気の吸引と吹き込みを行って試料増幅
を行う。このプロセスで移動する空気の体積は、空気採取システムの全体積と比較して小
さく、好ましくは、隣接する採取口間での採取管の体積の半分より小さい。
【０３６３】
【表７】

【０３６４】
　所定時間経過後または所定回数の振動が行われた後、増幅は停止されてシステムは輸送
フェーズに移行する。
【０３６５】
（輸送）
　このモードで、システムは、増幅された試料の塊を、分析のために追加の粒子検出器３
０１０まで移動させる。例えば流量を積算することにより、輸送が開始してからシステム
を通過した試料空気の体積または体積に関連する値が測定される。この値は、追加の粒子
検出器３０１０における検出事象と関連づけられて、煙の侵入点が決定される。
【０３６６】
　本明細書の複数の箇所で説明しているように、好ましくは、輸送は高速で行われる。
これは、大きいポートを採取管内へ通じさせることにより、（例えばバルブ３２０４を空
けることにより、また、プッシャファン３２０２が存在する場合にはプッシャファン３２
０２を駆動することにより）支援される。管２８の端部を開放すると共に管の端部に吹き
込むことにより、管の少なくとも一部（ファン３２０２に最近接した部分）で正圧が生じ
、システムのメイン吸引装置に近い位置で負圧の大きさが最小化する（吸引力が低下する
）。これにより、採取管の採取口の位置で吸引力が最小化され、その結果、輸送中に採取
口に吸引される追加の空気の量が最小化され、これにより試料の塊は、分析のために粒子
検出器に送られるときの希釈が最小化される。
【０３６７】
　また、好ましくは、吸引は充分高速で行われて採取管内で確実に乱流が生じる様になっ
ている。これにより、管に沿った塊からのスミアリングが最小化される（本明細書の複数
の箇所で説明している）。輸送中に高速で吸引する更なる利点は、採取管２８の遠位端か
ら検出器までの塊の輸送時間を低下させ、これにより応答を速くすることができることで
ある。
【０３６８】
【表８】

【０３６９】
　吸引の完了後、システムは通常動作に戻る。このプロセスは、位置決定データを周期的
に更新し、さらに煙の進展を監視するように繰り返すことができる。
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【０３７０】
（第２の分岐流路３０２２の利用）
　上記説明からわかるように、第２の分岐流路３０２２は通常の検出フェーズ、増幅フェ
ーズまたは輸送フェーズに関与しない。第２の分岐流路は、主として、メイン検出チャン
バ１４または追加の粒子検出器３０１０の一方（または両方）を、周期的に（または必要
に応じて）、校正する（またはゼロに設定する）ために用いうる清浄な空気の供給源を提
供するために用いられる。これは、少なくとも追加の粒子検出器３０１０がフィルタリン
グされた清浄な空気で満たされるまで、フィルタリングされた空気が第２の分岐流路を通
じてメイン流路内に吹き戻される、ゼロ設定モードに入ることにより実施される。ゼロ設
定フェーズでは、システムの構成は以下の通りである。
【０３７１】
【表９】

【０３７２】
　必要なことは、充分な量の清浄な空気を位置決定モジュール２００４内に吹き込んで、
追加の粒子検出器３０１０を充填することである。これは、例えば、基準を満たす量の清
浄な空気をシステム内に吹き込むのに充分なプリセット時間、ファン３０２４を動作させ
ることにより行うことができる。あるいは、比較的安定した最小の粒子の読み出しが追加
の粒子検出器３０１０により検出されるまで追加の粒子検出器３０１０内に清浄な空気を
吹き込んでもよい。
【０３７３】
　更なる実施形態では、少なくとも１つの空気採取管と複数の空気採取点が設けられた空
気採取ネットワークと流体接続している粒子検出器を有する粒子検出システムを提供する
。一般に、この方法は、複数の空気採取口を有する少なくとも１つの空気採取管を校正用
物質（例えば試験用煙、または、ＦＭ２００など粒子検出器が検出可能な他の物質）であ
って粒子検出システムが検出可能なもので充填するステップを含む。
前記空気採取管は、粒子検出システムにより検出可能なレベルで前記物質により充填され
る。次に、この方法は、空気試料を採取管内に吸引して、少なくとも１つの空気採取口の
周りにある物質の希釈を局在化させるステップを含む。好ましくは、この希釈プロセスは
、採取管内での流れ方向を変化させるステップを伴う。好ましくは、この希釈プロセスは
、本明細書の複数の箇所で説明している試料増幅と類似のものである。次に、採取システ
ムの内容物を検出器へ移動させつつ空気採取システムの内容物での校正用物質のレベルを
検出し、さらに採取システムの内容物の移動に関連づけることが可能な量（例えば体積、
体積に関連する量、または、好ましくはないが時間）を監視する。採取管の内容物に含ま
れる物質において前記希釈の局在化を検出するとともに前記検出を監視される量と関連付
けることにより、希釈が局在化した採取穴に対応する前記量の値が決定される。採取管の
内容部に含まれる物質における前記希釈の局在化を検出するステップは、システムの粒子
検出器による粒子レベルの低下を検出するステップを含んでもよい。
【０３７４】
　この方法は、試運転プロセスの一部を校正可能であって、本質的に典型的な位置決定技
術の逆であり、試料を増幅して試料の塊を形成する場合、物質を搬送する（例えば煙で充
填された）採取管内では、「増幅」プロセスにより、希釈された塊が形成される。管全体
を校正用物質および物理的に分離した複数の希釈塊で同時に満たすことができるので、非
常に多数の採取穴に対して同時に校正を行うことができる。
【０３７５】
　こうした方法を実行するために、採取管は、採取口を介して手動で充填してもよい。よ
り好ましくは、採取ネットワークに、蛇口（例えばアクセサリ２８００または位置決定モ
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ジュール２００４の一部として）のような入口が取り付けられる。これは、複数管型の実
施形態ではすべての管を一度に校正できるので、より好都合である。当該入口は、出力が
調整された校正用物質源に流体接続されている。当該校正用物質源は、一時的に（校正中
に）または永続的に入口に接続でき、周期的な校正および自己診断を可能とする。
【０３７６】
　本明細書で開示または規定されている発明は、明示的に記載され、または文章もしくは
図面から明らかである複数の特徴のうち２つ以上のすべての組合せまで拡張される。これ
らの組合せのすべてが、本発明の種々の変形例を構成する。
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【図２０Ｂ】 【図２１】
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【図２５】 【図２６】
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【図３０】 【図３１】
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